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     午前１０時００分  開議 

○議長（星 喜美男君） おはようございます。本日もよろしくお願いします。 

  初めに、総務課長より議案関係参考資料の差しかえ及び追加について発言したい旨の申し出

がありますので、これを許可いたします。総務課長。 

○総務課長（三浦清隆君） おはようございます。 

  朝一に各議員の議場に議案関係参考資料とあります159号に係る資料、164号に係る資料、そ

れぞれ個票で２枚用意させていただいております。議案関係参考資料その２に係るものでご

ざいまして、159号については、データに不備がございましたので改めて差しかえということ

でお願いいたします。お手数をかけまして大変申しわけございませんが、よろしくお願いい

たします。それと、164号に係る分については、追加という資料でございますので、あわせて

議案審議の際にご利用いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（星 喜美男君） よろしいですか。 

  ただいまの出席議員数は16人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（星 喜美男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により議長において14番三浦清人君、15番山内

孝樹君を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                            

     日程第２ 一般質問 

○議長（星 喜美男君） 日程第２、昨日に引き続き一般質問を行います。 

  通告２番、及川幸子君の一般質問２件のうち１件が終了しておりますので、２件目の町営住

宅について自席での一問一答方式による発言を許します。及川幸子君。 

     〔３番 及川幸子君 登壇〕 

○３番（及川幸子君） ３番及川です。それでは、きのうに引き続きまして自席より２点目につ

いて町営住宅、これは災害復興住宅も含めますが、次の４点についてご質問いたします。 

  まず、１点目。住宅料の滞納について。 
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  ２点目、コミュニティーづくりについて。 

  ３点目、入居基準について。 

  ４点目、管理体系と責任について。お伺いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） おはようございます。 

  まず、１点目のご質問でございますが、住宅料金の滞納の状況についてであります。 

  平成22年度以前の町営住宅使用料及び駐車場使用料の滞納分については本年６月の定例議会

におきまして、震災により関係資料が流失したことにより債務者及び債務内訳の特定が困難

であることから権利放棄の議決をいただき、不納欠損の処分をいたしております。 

  平成23年度以降の滞納額については、本年度分も含めて平成28年10月末現在約320万円とい

うことになっております。住宅使用料及び駐車場使用料の徴収義務につきましては、現在宮

城県住宅供給公社に委託しております。滞納分が発生している入居者に対しては、督促状の

発送及び定期的な訪問による催告を行って滞納の解消に努めているところであります。今後

につきましても、新たな滞納発生の防止、過年度分の滞納の解消を図るために住宅供給公社

と連携を密にしていきたいと考えております。 

  次に、２点目のご質問、コミュニティーづくりについてでありますが、災害公営住宅への入

居後の入居者同士のコミュニティー形成及び共同利用施設維持管理等のため入居開始後の早

い時期に管理自治会設立を目指してきており、平成27年度までに入居開始となった住宅では

全て自治会の立ち上げが完了がいたしております。今年度入居開始となった住宅では志津川

東復興住宅１、２街区において12月１日に自治会が設立をされております。今後も、入居済

みの住宅も含め、入居開始後早期の自治会設立を進めるとともに、自治会のコミュニティー

活動推進に対し関係機関の協力も得ながら継続して支援を行っていきたいと考えております。 

  ３点目のご質問、入居基準についてでありますが、公営住宅の入居要件といたしましては、

公営住宅法における所得要件、住宅困窮要件が規定されております。さらに、町営住宅条例

で同居親族がいること、町税等の滞納がないこと、暴力団員でないことを要件として定めて

おります。 

  これに対し、災害公営住宅は被災者に対し住宅を供給することにより居住の安定を図ること

を目的に整備をいたしているものでありまして、入居要件といたしましては、東日本大震災

により滅失した住宅に居住していた方で、現に住宅に困窮している場合には入居が可能で所

得要件及び同居親族要件は必要がないということにされております。 
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  次に、４点目のご質問、管理体系と責任についてでありますが、公営住宅の管理につきまし

ては災害公営住宅の管理開始による管理戸数の増加等の理由から、平成26年度より宮城県住

宅供給公社と管理代行に係る協定を締結し管理を委託しております。 

  管理委託する業務については、町営住宅条例において公社に行わせる権限を規定し、毎年度

基本協定、年度協定を締結しており一部の業務を除き住宅の入居から退去までの業務を委託

しております。双方の責任の所在につきましては、基本協定書の中でリスク分担に関して取

り決めそれぞれが負う責任を明確にしており、緊急時の対忚につきましては双方が協力して

迅速な対忚を行うということになってございます。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○３番（及川幸子君） まず、１点目ですね。住宅の滞納について。これは不納欠損処分をした

というのを覚えております、私も。それからして、今の時期320万円の滞納が発生していると

いうことなんですけれども、その内訳をお聞かせください。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 既存の町営住宅におきまして約240万円、災害公営住宅におきまし

て約80万円、合わせて320万円という内容になってございます。 

  このうち、災害公営住宅につきましては28年度、本年度でございますけれども、約56万円ほ

どの滞納が発生しているということで本年度になって急に増加をしているという状況にござ

います。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○３番（及川幸子君） 今年度になって急に56万円ですか、80万円のうち。今までの分、震災前

の分は不納欠損した。多額の不納欠損しております。そしてまたここに来てこのような80万

円もの滞納があるということはどのようなためなのか。住宅公社に任せているというものの、

このような額が出てきたということについて、どのように分析しておりますか。わかってい

る範囲でお答えください。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 既存の住宅も災害公営住宅もそうなんですけれども、特定の住宅の

特定の方が滞納をしているという状況にございます。特に多いのが２つの団地に、失礼しま

した。災害公営住宅につきましては２つの団地でほぼ８割方滞納。既存の住宅におきまして

もある特定の１カ所の団地において240万円のうち160万円が滞納されているということでご

ざいまして、いずれ滞納なれしているという言い方は不適切でございますけれども、そのよ
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うな状況になっているのかなと考えてございます。 

  当然、一度、月の家計の中で住宅料支払わないで生活してしまうと、それでなれてしまうと

いうことなので、基本的には入居してすぐ、その月々に忚じて滞納があったらすかさず解消

に努めていくことが重要だと考えております。 

  残念ながら今滞納している方は、町営住宅に関しましては震災以前からの方が見受けられま

す。災害公営住宅につきましては、多分入居当初、26年に入谷と名足、27年度末に伊里前と

いうことでございますけれども、一番最初の段階で滞納が発生しますとそのまま引き続いて

やられているという状況が見受けられます。今後につきましては、長期の滞納を繰り返して

いる方を重点的に解消に努めていくことが必要だと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○３番（及川幸子君） 住宅公社と協定しているからそこにばかり頼むんではなくて、そういう

固定した人であれば震災前からそうだっていうのであれば、やはり毎月職員の方が出向いて

そこは払ってもらうような努力をしていただきたいと思います。 

  それから、災害公営住宅につきましては名足と入谷ということで入った時点からだと言われ

るんですけれども、多分私の想定するには年金暮らしの方かなと思われるんです。今後もそ

ういう方はご夫婦２人で入っていれば２人の年金で生活できるので払える可能性がある。お

一人の場合はなかなか１人の年金では、国民年金の場合は６万円から７万円いかないのでな

いかなと思うんですけれども、そういう中で生活していくということは今年金でも最低の金

額家賃は6,000円ぐらいかと思われるんです。それに共益費といいますと、１万円以上の住宅

費が払われて生活するにも緩くない、病院にも行けない環境のもとで暮らしている人たちか

なと思われるんですけれども、そういう人のために町としてそこから今あいている仮設に移

ってもらって生活するという方法も一つの方法かと思われますけれども、その点、どのよう

にお考えでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 一般的に申しますと、今おっしゃるように年金暮らしの人が滞納す

ると考えられるんですが、実際はそうではなくてそういう方たちは逆にきちんと納入してお

ります。それ以外の方が滞納しているという状況にございます。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○３番（及川幸子君） そうすると、働いていても住宅料を未納にするという方だと思います。

働いているのであればそこをきちんと払ってもらうように、公社にだけ任せないでそこは足
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を運んで、毎月でも足を運んでそういうことのないように努力をされていただきたいと思い

ます。 

  時間も大分押してきています。次の２点目のコミュニティーづくりですけれども、仮設から

復興住宅へ移りコミュニティーが崩れているがその要因を把握していると思いますが、どの

ような対策を考えているのか。このことについては町長は先々より心配しておりましたので

お伺いします。 

○議長（星 喜美男君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） コミュニティー形成につきましては再三壊れていくということで、今つ

いの住みかにお入りいただいて新しいコミュニティーをつくらなければいけないという状況

の中で、先ほど答弁をさせていただきましたが、それぞれの団地等含めて自治会の結成がな

されておりますので、そこの中で一定程度のコミュニティーのつくり方がいよいよ本格的に

スタートしていくと認識はしてございます。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○３番（及川幸子君） 自治会ができるとそれは解消されるのでないかという町長のご答弁でし

たけれども、今まで支援員さんが回っていた分、各公営住宅におかれましては支援員さん数

名がそのまま張りついているようなんですけれども、その辺の情報、これは社協さんのほう

でかかわっていると思われますけれども、今の住宅のつくりですと大きなドアがあってなか

なかコミュニティーをつくりづらい、そういう住宅になっています。１カ所で鍵があります

から、なかなかよそからうちからも出づらい、入りづらい住宅環境になっておりますけれど

も、社協からの支援員さんの、住宅からのこういうことがありましたという情報はどのよう

に捉えられて保健福祉課に届いているのかお伺いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 自治会が結成されて解消するということでなくて、まずもってコミュニ

ティーを形成するための土台づくりというのが自治会だと思いますので、やっとスタートラ

インに立つのが自治会の結成と認識をしてございますので、そこはひとつご理解をいただき

たいと思います。なお、具体の取り組みについては保健福祉課長から答弁をさせます。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） 支援員さんにつきましては定期的に被災者支援係、課の健康増

進係等と連絡を取り合いながら仮設住宅及び災害公営住宅に入居されている方々の情報につ

いては把握してございます。 
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○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○３番（及川幸子君） 戸建ての自治会ができても、戸建ての自立再建の人たちは近く、近場に

うちがあってそれぞれの班によってコミュニティーがつくられていきやすいんですけれども、

心配されるのは住宅に入って孤立してしまうということなんです。ある新聞には孤立化防止

にミニコミ紙などということで、投票箱を置いて悩み事とか心配事をそれぞれ投票箱に入れ

てもらうという工夫されている町もございます。そうした取り組み、何らかの取り組みを考

えているのかどうか。考えているのであればお聞かせください。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） まず、災害公営住宅にお入りになっている方々で自主的にコミュニティ

ーづくりを取り組んでいる方々もいらっしゃいます。前の仮設住宅にお入りになっていた際

に、皆さんが朝ラジオ体操を行っているという仮設住宅の方々がいらっしゃいましたが、そ

の方々、新しく災害公営住宅にお入りになって、今、朝ラジオ体操に皆さんのコミュニティ

ーづくりをしていらっしゃるというケースもございますので、そういったいろいろなさまざ

まな地域でどのようにコミュニティーをつくるかということ、いろいろさまざま模索をして

いるということ。そこは我々としても大変評価をしていると思っています。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） 実例といたしましては、支援員さん、生活支援員さんがそうい

った機会を見て情報提供を行いながらコミュニティーづくりが進むような取り組みは行って

おりますし、自主的に新しく老人クラブ等も結成されている状況でございますので、なおそ

ういった取り組みが活発になるような支援を続けてまいりたいと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○３番（及川幸子君） 元気に暮らしているということは、朝のラジオ体操、皆さんが集まる場

所には出てくる方は心配ないんですね。心配なのはラジオ体操にも来ない、みんなの集まる

場所にも来ない、そういうひとり暮らしの方が何人ほどおられるのか把握していますでしょ

うか。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） 実数といたしまして何名という把握はしてございませんが、特

に気になる方につきましては訪問の回数をふやすとか、そういった取り組みは行っておりま

す。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 
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○３番（及川幸子君） 個人的にそういう取り組みをしていかなきゃないと思いますので、今後

ともそういうところは抜かりなく、入りました、孤独死ができましたということのないよう

に、その辺を力を入れていただきたいと思います。 

  ３つ目です。きのうの同僚議員の質問にもありましたが、空き住宅についてです。被災者関

係なく一般の方も入居可能との説明でしたが、今後滞納されている方について。それと滞納

者、要するに低所得者に対して仮設、空き仮設をしていくのも一つの方法かなというのは家

賃が復興住宅に入ると家賃、共益費が発生したダブルで払わなきゃないという問題も出てき

ます。ある仮設、今残っている仮設を低コストで例えば2,000円とか3,000円で貸していくと

いうことが考えられるのかどうか。お聞かせください。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 仮設住宅の存続期間が一忚限定をされております。多分、長期にな

りますと町が譲渡を受けて新たにそういう人たちに貸しつけるということになろうかと思い

ます。残念ながら、今の仮設住宅につきましては、被災者のための仮設住宅ということで建

築確認等をとっておりますので、新たに当初目的外に使用するとなると改めて建築確認の取

り直し、基礎工等のつくり直しが必要になってくるかと思います。コスト面を考えていきま

すと新たに別棟を建てたのとさほど遜色がない金額がかかりますので、大変もったいない気

はするんですが、実質的なコストの面を考えるとなかなか難しいかなと考えております。 

  逆に、先ほど議員がおっしゃったとおり、お一人でお住まいで国民年金等をもらって生活し

ている方、当然いるわけでございますけれども、今よりも10年後、現在特別減免をしていま

すので6,000円という言い方をしていますが、家賃が、本来家賃は約２万円程度でございます

ので、逆に言うと10年後を見据えた政策が必要になってくるんだろうと思ってございます。

いずれ、７万円のうち２万円が家賃、共益費も合わせて２万5,000円程度が家賃、住居費でな

くなるということを想定したときに何が必要かと。一つの考えは生活保護もある程度は念頭

に置きながら考えていかざるを得ないと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○３番（及川幸子君） 10年後というと大分年金受給者もふえてきていますので、相当の人数の

方たちが、年金暮らしの方が町営住宅に入る割合になってくるのかなと思いますけれども、

今の仮設を基礎を、目的外を変えるとなれば当然基礎も必要に、今は仮設ですから基礎もし

なきゃならないということは十分承知ですけれども、今の建物に基礎をして、基礎だけでや

っていくという方法もあるかと思われるんですけれども、それにしても建てたほうが割安に
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なるのか。私は素人なので、建築の部分まではわからないんですけれども、既存の建物を使

うという方法、基礎だけをつけて使うという方法は考えられないんでしょうか。お伺いしま

す。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） そのほか、基礎だけ以外の規制もございますので、建物と建物の間

の距離とか、そういう問題もございます。 

  町の人口が減尐していくということは前々から言われておりますけれども、その中でよく見

ていただきたいのが尐子高齢化と言われておりまして、高齢者の数がふえるという誤解があ

るようでございますけれども、町の人口推計からいくと高齢者の数は今が逆に言うとピーク

でございまして、子供も減りますけれども、高齢者も減っていくと人口推計で出ております。

ですから、今の高齢者が中心に災害公営住宅に入居しておりますけれども、逆に高齢者もだ

んだん減っていくということが考えられますので、逆に今ではなくて10年後の状態がどうか

を考えながら今の政策を考えていく必要があると考えております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○３番（及川幸子君） 人口推計でいく、出るというお話なんですけれども、10年後には例えば

今の60代が70代になるわけですよね。そうすると、減っていくとおっしゃいますけれども、

私はふえていくのかなという思いがあるんですけれども、そこは理解不十分なんですけれど

も、単純に言うと10年後にふえていく、100歳の、90以上の方が亡くなっていく、その割合の

ほうが多いんでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 推計上のお話ですけれども、高齢者の人口のピークはここ二、三年

と推計をされております。四、五年後にはどんどん減っていくという状況でございますので、

災害公営住宅に入居されている方は今は高齢者の方が入居しているということで、10年後に

今55歳の方が65歳になったから改めて災害公営住宅に入居するかというと、それは多分持ち

家がある方は入居しないんだろうと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○３番（及川幸子君） これ以上住宅に入る方がないという意味と捉えますけれども、沼田の西

団地もこれから入るわけですけれども、何百人という方が入りますけれども、推定されるの

は年金暮らしの方が多いと思われますけれども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 
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○建設課長（三浦 孝君） お一人お一人の年齢等、まだ私、確認をしておりませんので、一般

的に言えば高齢者の方が多いんだろうと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○３番（及川幸子君） それでは、私としてはこれからひとり年金暮らしの方が家賃の滞納など

を心配したわけですけれども、これからはそういう人たちがきちんと払っているから滞納の

ことしの80万円はふえても100万円程度。このような状態で28年度50万円という極端な滞納は

ないものと解してよろしいでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 50万円につきましては入谷、名足、伊里前、戸倉復興住宅の４団地

での数字でございますので、当然団地数がふえれば滞納もふえるだろうと考えております。

供給公社ともいろいろ話はしているんですが、高齢者が滞納する場合のパターンというのが、

何か不幸があって急な出費があったと、そのためにその月の住宅料がお支払いできなかった

ということで一旦それで支払いしなくて済むと次の月からもしなくなるということなので、

高齢者の場合は最初の１カ月滞納した次の月の対忚が多分重要なんだろうと考えております。

ですので、お一人お一人どういう理由で滞納しているかチェックしながら、特に高齢者の場

合はそういうことが十分考えられますので、１回目の滞納があったとき、その次の月にしっ

かりフォローしてあげる必要があると考えています。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○３番（及川幸子君） ということは、今後も滞納の額がふえてくるという予測はされるものと

思います。そうした場合、今は住宅公社に任せている、委託しているという状況なんですけ

れども、職員数が足りないということはわかりますけれども、この辺にもっと力を注いで入

居時にちゃんと説明して滞納があった方の次の月の早目に引きおろしならないのにならない

ような努力をしていただきたいと思います。 

  時間ももうないんですけれども、もう一つはこの間の地震のときの災害のときふぐあいが起

きたということが伊里前の団地なんですけれども、受水槽のタンクのセンサーが揺れて水が

とまって３時間ほど水が出なくなったということがありますけれども、そういうところの連

携といいますか、今住宅公社に委託していると言いましたけれども、その人が連絡して町に

連絡して職員に連絡してまた行ってという連携がうまくいかなかったからとかかったと思う

んですけれども、そうではなくてすぐに自治会なりそこの団地に住んでいるどなたかがあけ

てみるとか、そういう人たちとの連携、それはどのようになっているかお伺いします。 
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○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 滞納の関係でお話をさせていただきますが、住宅供給公社に全てに任せ

ているということだけではなくて、町職員も滞納の件については取り組んでいるということ

でひとつご理解いただきたいと思いますし、再三再四にわたっての町の徴収になかなか忚じ

ていただけないという場合については最終的には裁判所から支払督促を出していただくとい

うことも含めて滞納の問題については取り組んでいきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） この間の地震では、受水槽の緊急遮断弁が働いたということで供給

ができなくなったということでございます。住宅のふぐあいにつきましては、24時間供給公

社に連絡をすれば対忚できるようなシステムになってございます。ただ、残念ながら入居者

の皆さん、そちらに電話するよりも役所に電話したほうが早いということでおおむね役場に

電話が来ているというケースが多くございます。 

  そうしますと、役場からまた各業者さんに手配をするという状況でございますので、もう一

度入居者の皆さんに緊急時の連絡の仕方ということをご説明する必要があるかなと考えてお

ります。 

  ただ、マニュアルはそうですけれども、本当の緊急のときは近くにいる役場の職員や役場に

ご連絡いただくことも一つの手かなと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 以上で、及川幸子君の一般質問を終わります。 

  通告３番、今野雄紀君。質問件名、１町民バスの運営等の改善について、２図書館・図書室

の充実について、３震災祈念公園について、以上３件について一問一答方式による今野雄紀

君の登壇発言を許します。６番今野雄紀君。 

     〔６番 今野雄紀君 登壇〕 

○６番（今野雄紀君） 議長の許可を得ましたので、質問件数３件目のうち１件目質問させてい

ただきます。 

  いつもは、変な前置きを述べさせていただいているのですが、今回はけさアワビの開口で考

えるいとまがありませんでした。きのうのすごい風、けさは打って変わって開口日和のなぎ

でした。しかしながら、本日の私の釣果は恥ずかしながらトップシークレットとさせていた

だき、質問に入らせていただきます。 

  第１点目、質問の相手としまして、町長。質問事項、町民バスの運営等の見直しや改善につ

いて。質問の要旨とといたしましては、地域公共交通会議の機能について。運賃の見直し等
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について。路線の変更計画について。以上、壇上より質問させていただきます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、今野議員のご質問。町民バスの運営等の改善についてお答え

をさせていただきます。 

  １点目の地域公共交通会議の機能についてでありますが、当該会議は地域の需要に対忚した

乗り合い輸送サービスの提供を図れるように地域の関係者による合意形成を図れる場として

道路運送法の規定により設置しておりまして、町民バスにおける町全体の運行ルートやダイ

ヤ、運賃の妥当性、バスだけではなく他の輸送手段との競合性、公共交通空白地帯の対忚策

などといった地域の公共交通のあり方を総合的に協議する機関であります。 

  次に、運賃の見直しについてお答えしますが、本年４月から有料化へと移行し８カ月が経過

をしておりますが、有料化への移行から現在まで特に大きな問題もなく、また本年７月に実

施しました利用者の意識調査アンケートにおきましては、運賃の設定額が安いまたは妥当で

あると思う方が58％、高いと思う方が32％という結果が出ております。さらに、有料化に伴

う利用頻度の影響については、ふえたという方が17％、変わらないという方が56％、減った

という方が14％という結果でありました。 

  運賃の見直しにつきましては、頻繁に変更することは利用者だけでなくて運行事業者の混乱

も招くことが懸念されることから、ある程度まとまった期間で見直すことが最良だと考えて

おりますので、継続的なアンケートの実施による利用者や町民の意見、地域公共交通会議で

の議論などを踏まえながら、中長期的な視点で検討してまいりたいと考えております。 

  最後に、路線の変更についてでありますが、町の復興事業が全て完了していない復興道半ば

の状況下において今はまだ最終形態での運行形態ではないことから、現在の運行形態は試験

運行の段階と捉えております。今後は防集団地や災害公営住宅の整備完了に伴う仮設住宅の

集約化、市街地整備の各種事業の進展も加速しますことから、公共交通利用者の求める停車

地や運行ルートのニーズは変化するものと考えておりますので、路線変更するタイミングや

利用者、町民のニーズを的確に変更して、より一層ＢＲＴとの連携向上を図りながら利便性

の高い公共交通網の整備に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 順を追って質問させていただきます。 

  最初に、地域公共交通会議の説明があったんですけれども、最近どのような形で開かれてい

るのか伺いたいと思います。 
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○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 交通会議は基本的に年度に１回ということで開催してございます。

今年度はまだ開催はしてございません。その開催の趣旨につきましては、ただいま町長が申

し上げましたとおり、公共交通のあり方を総合的に探るという意味でございますので今後も

そういう方向で開催していくという予定でございます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 年に１回ということですけれども、最近というか直近でいつ開催になっ

たのか、そこだけ確認させていただきます。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） ことし２月でございます。内容は有料化に伴う内容の検討でござい

ます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） ことし２月ということでわかりました。そこで、委員の名簿、私、名簿

いただいたんですけれども、住民代表というか、そういった方たちの役割も大切だと思うん

ですけれども、そういった形で、先ほど町長、アンケートの答弁があったんですけれども、

住民の声が委員、会議の中で反映されているのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 基本的には、アンケートを実施いたしますとその概要をまとめまし

て各委員の方々に会議の中でご提示をするということになってございます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 実は今回の質問に際して県内、会議の、ネット等で見せていただいたん

ですけれども、議事録が載っている町も何件かありましたので、今後当町でもそのような形

で皆さん見られるような形になるのかどうか、そういった考えがあるかどうか伺いたいと思

います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 当町は、震災の影響もあって、平成19年にこの会議の要綱を立ち上

げましたが、その後は開催をすることができなかったという復興の現状がございました。２

年前から始めましたので、ただそのバスの運行のあり方も復興の途上ということで非常に不

規則な運行ということになってございます。議事録で町民の方々にあるいは外の方々に会議

の内容を報告するということは大きな作業ではないのですけれども、頻繁に交通状況が変わ
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っているということからまず安全に車を走らせるというところに集中をしていきたいと思い

ますので、議事録についての発信はこれから事務的なことなので検討していきたいと思って

います。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） じゃあ、そこは検討していっていただきたいと思います。 

  そこで、アンケートの件なんですけれども、多分当町では年１回とっていると思うんですが、

それに対する先ほど町長のいろいろなデータ的なあれが出たと思うんですけれども、私アン

ケートをとる場合、先ほどの前議員の質問の中にもあったんですけれども、例えば町民全部

に配布してやるのもいいんですけれども、利用者の声を直接聞くという形でのアンケートと

いうんですか、常時バスの中に利用した方たちでアンケートというか、よくファミレスとか

お店にあるような車内に、タクシーもそうなんですけれども、利用者の生の声を集めておく

必要があるのではないかと思いまして、そういった声を当町でまとめて会議の際に住民代表

ではなくて利用者の声としても、もんでいただく必要性もあるんじゃないかと思うんですけ

れども、車内、バスの中でのアンケートとか利用者の声とかそういった形での要望を集める

ことを考えられないのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 先ほどお答えしたアンケートの結果は、利用者の方々のアンケートの結

果です。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 補足いたします。 

  今回のアンケートにつきましては車内で全ての乗客の方々に調査票を配布させていただいた

ところでございます。回収の方法につきましては実際に車の中で回収をしたりあるいは役場

などに回収箱を設置してございましたので、そういう方法になっております。したがいまし

て、利用者の声がストレートに反映されたアンケートになっていると思っております。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 私の勘違いです。済みません。 

  そこで、アンケートなんですけれども、常時声を聞くようにできないのかどうか。今もアン

ケート用紙みたいなのが車内にあるのか。そこを確認させていただきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 常時利用者の声を聞くアンケートということはいたしてございませ
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んが、公共交通会議の下の組織で公共交通の研究会というのをつくってございます。これは

年数回定例的にやるんですが、この研究会の構成メンバーはバス事業者、実際には運転手の

方々とか町とかバスの運行する部分の直接的にかかわっている方々から、生の声でそういう

ものを吸い上げているということでございますので、個別に日常的にアンケートをとってい

るということではございません。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 私、今回初めて研究会というのを知ったんですけれども、先ほど町長の

答弁もあったんですが、こういった会議は、例えば今復興のさなか、年に１度ではなく今の

この期間だけでも２度３度とおちつくまで開く必要があると思うんですが、そういった部分

に関して年１回で大丈夫なのか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 道路と河川のインフラが整備になりませんとバス路線の安定化とい

うところはなかなか見えてきづらいものですので、やはり公共交通会議については年に１度

程度で当分の間は十分かなと。しかも、やはり参集範囲が広い、国県にまたがっております

ので、年に２回、３回開いても結局道路環境とかそういうルートの条件がさま変わりすると

いう状況ではございませんので、年１回程度ということで考えております。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） それでは、公共交通会議についてはわかりました。 

  ２番目に移ります。料金の見直し等について伺いたいと思います。 

  先ほど、町長答弁あったんですけれども、高いというのが32％ということでしたけれども、

私が聞くところではほとんどの人が高いというイメージを受けているものですから、それは

なぜかと申しますと乗り継ぐと200円が400円、400円が600円、往復すると400円、800円、

1,200円と、そういう料金体系なので今後もう尐し見直す必要があるんじゃないかと思うんで

すけれども、そこのところはどのように考えているのか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今野雄紀議員は32％の方とお話をしたと思いますが、基本的に先ほどお

話ししましたように、約６割の方々が妥当だという判断をいただいているわけでございます

ので、現状としてはこの料金体系で進めたいと思いますし、先ほども答弁しましたように、

中長期的にはどういう形態がいいのか、どれくらいの設定にすればいいのかということにつ

いては会議の中で決定していくということになりますので、現状としてはこういう形で進め
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たいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 町長、現状ではこのように進めたいということですけれども、なかなか

近隣の、比較しても仕方ないのかもしれないですけれども、登米とか石巻はワンコイン、100

円で統一になっているもので、それに比べるとどうしても割高に感じてしまうんじゃないか

という思いがあります。そこで、せめて見直してほしいのが初乗りというか100円、200円、

300円などに見直す必要があるんじゃないかと思うんですけれども。そこはいろいろな財政面

での負担もあると思うんですが、どういった形で100円乗り等に見直しはできないのか。先ほ

ど町長答弁見直す必要がないようなことでありますけれども、もう一度伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今、財政の話になりましたので、財政の観点からお話をさせていただき

ますが、現在運行状態の中で今３社に契約をしてございますが、年間約8,800万円かかってご

ざいます。運賃収入としては1,000万円でございますので、今復興基金等含めて国の補助制度

を使ってございます。これが切れます、切れる時期がきます。その際に、どのようにバスを

運行するかという、大変財政も含めて検討していかなければならない。安いのには越したこ

とはないというのは今野議員のおっしゃるとおりでございますが、しかしながら半面、我々

としては財政面をどうするかということも含めながら運賃設定を考えていきたいと考えてお

ります。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 今、財政面で金額的なものも町長から答弁ありました。そこでいろいろ

な議員の提言もあるんですけれども、私もふるさと納税等の寄附金とか、そういったものの

指定にして安くした分の穴埋め等というか、地域の足は大切なものですので、そういったこ

とに使えないのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） ふるさと納税の趣旨は、不足する財源の穴埋めのためという趣旨で

寄附をされるのではなくて、南三陸町が総合計画などで何を中心にやっているんでしょうか、

あるいはこれから何をやろうとしているのか。そういうことにご関心をお寄せいただいてい

る方に忚援をしてもらうという趣旨で頂戴をするものだと思っておりますので、穴埋め的に

ふるさと納税の寄附を使うということは現状は考えてございません。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 
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○６番（今野雄紀君） 今、課長の不足する財源の穴埋めという答弁がありましたけれども、捉

え方によってはそうも捉えられるんでしょうけれども、もう一方の見方としては町民の足を

確保する上で利便性の向上というんですか、暮らしやすくするためのお金の使い方、そうい

う捉え方はできないのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） そういう部分であれば、極端に言えば一般財源を投入することは当

然考えられますし、基金はほかにも10種類くらいございますので、そういう財源をいろいろ

組み合わせながらやっていくという方法は考えられます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 運賃見直しの２つ目としまして、以前もこういった話が出たんですけれ

ども、子供料金の設定についてそういった要望があるのかというか、私のほうには32％の中

の人たちが大分届いているものですから子供料金設定への検討というか見直しは考えられる

のかどうか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） いずれ、スクールバスへの対忚も当然考えなければなりません。そ

ういった中で実際に今町民バスを利用している方々から子供料金半額という声も正直ござい

ますので、いろいろな組み合わせを考えながらやっていくという必要はあるかと思いますが、

当分今の料金水準というものは維持をしていきたいと思いますが、いずれどこかのタイミン

グで料金の改定といいますか、区分の変更といいますか、そういうものは必ず検討しなけれ

ばならないときがやってまいりますので、そのときまでに考え方をしっかり整理をしていき

たいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） まだ考えられないということですけれども、これも予算的なことになり

ますけれども、子育て支援に、よく１億円近くぐらいの予算が組まれている中、担当の課じ

ゃなくてもう尐し課を広げて先ほどスクールバスの件もありましたが、小中高あたりまで割

り引くことも、やり方によっては可能なんじゃないかと思うんですけれども、今後のスクー

ルバスとの点も兼ね合わせた場合に、そういった取り組みも今のうちからしておく必要があ

ると思うんですけれども、そのようなお考えというか状況はどうなのか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 志津川高校の魅力化の懇談会が行われまして、具体的なところまで
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はいきませんでしたけれども、よその町から志津川高校に生徒さんをお呼びするという場合

はバスの輸送手段あるいは料金等でも何らかの差別化を図るということも、町にとっては必

要な政策ではないかという意見も出ましたので、これから各課と検討していく中でそういう

方向性もまるきりないということは言えないと思います。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） そういった子供料金の設定等も、今の答弁ですとおいそれとできないよ

うですが、なるべく迅速というか早目に検討していっていただきたいと思います。 

  次に、３点目の路線の変更計画についてなんですけれども、先ほど答弁では試験的な運行と

捉えているという答弁がありました。それによってニーズの変化等も対忚しているというこ

とですが、この前波伝谷のバス停あたりは見直されたようですけれどもどのようなタイミン

グで今後路線等を見直していくのか、高台移転等への対忚として伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） まず、先ほど来お話ししていますように、志津川市街地の観点でいえば、

さんさん商店街等あるいは防集の団地が完成する、あるいは戸倉地区でいえば398号線が完全

に復活するといいますか、完成するという状況を見据えた中での最終形に落ちつくんだろう

と思いますが、現時点としては残念ながら復興途上ということでございますので、試験的な

運行という表現をさせていただきましたが、暫定という形の中での運行になっているという

ことになります。 

  したがいまして、繰り返しで大変恐縮ですが、最終形で団地も含めて完成をした場合にそう

いった運行、本来というか本格的な運行形態になると認識をしています。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 将来完成形に近づけるという町長の答弁なんですけれども、実際防集、

高台などに移転も始まっていて、その人たちの不安というか声がいっぱい聞こえてきます。

ですから、もう尐し暫定というのはわかりますけれども、暫定の頻度というんですか、それ

をもう尐し増してほしいというか、しょっちゅう変わるというあれではなくて、何ていうん

ですか、なるべく早目に対忚してほしいというか、それは例えば変更になっても暫定という

ことになるんでしょうけれども、移った方たちの不安というんですか、そういったことを取

り除くのも必要だと思うんですけれども、そこはどのように考えているのか伺いたいと思い

ます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 
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○町長（佐藤 仁君） 最終形といいましても、今の運行ルートが大きく変わるということは私

はないと思っているんです。例えば変わるといえば停留所がどうするとかあるいはちょっと

した路線が新しくできた路線の中にバスが入っていくということがあるかと思いますが、か

といってそれが町民バスがなくなるということは決してございませんので、今、今野議員が

おっしゃっている不安というのがどういう部分を指して不安と言っているのかお聞かせいた

だければと思います。 

○議長（星 喜美男君） 暫時休憩いたします。 

  再開は11時15分といたします。 

     午前１１時０１分  休憩 

                                            

     午前１１時１３分  開議 

○議長（星 喜美男君） おそろいですので休憩前に引き続き会議を開きます。 

  今野雄紀君の一般質問を続行いたします。今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 高台移転等の路線の変更についてなんですけれども、そこでどういった

ことを懸念しているかといいますと、先ほど町長から３割の方の意見を聞いたという答弁が

ありました。本来ならば、住民代表として選ばれた議員もより多くいろいろな声を吸い上げ

る、そしてそれを議会に届けるという必要もあると思った半面、どうしても限りがあるんで

すが、そこで先ほどアンケートという言葉を使いましたけれども、より住民の意見というか

要望を吸い上げる方策も必要じゃないかと思います。 

  実際利用している方たちの意見、先ほど伺いましたけれども、高台移転となりますけれども、

新たな場所での生活、そうすると当然バスの今まで使わなかったものを使う必要性がえてし

て出てきます。特に、テレビ等でも言っているような高齢の方の免許の返上みたいな状況も

これからふえてくると思いますので、そういった方たちの利用等を含めより利便性を増して

いく必要があると思いますので、そこで私が思ったのは実際利用している方たちの意見も大

切でしょうけれども、新しく形成されつつあるコミュニティーに対してより多く意見、要望

を吸い上げるには広報を配布する際にピンポイントのように、例えば中央団地だったら中央

団地、区長さんにお願いするわけでしょうけれども、そういった方の配る分だけに何らかの

用紙を折り込むことも考えられるんじゃないかと思うんですけれども、新しくできたコミュ

ニティーに対する意見要望はそういった形でも吸い上げられると思うんですが、そういった

ことが可能なのかどうか伺います。 
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○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） ちょっと難しいご質問なのかなと思っておりましたが、やはり利用

者の声の聞き方の回数を上げるとかペースを上げることももちろん大事かなと思うんですが、

逆に町側としては何を聞きたいのかということをもう尐しわかりやすい示し方も必要かなと。 

  例えば、長くなって恐縮なんですが、高台を全部回ったら今と比べて時間がどれくらいかか

るのか。寺浜を出ましたと。全部の高台を回りました。ＢＲＴの戸倉の駅までどれくらいの

タイムラグがあるのか。逆に、それに伴ってバスの運行の経費がどのくらいかかるのか。そ

うすると、単純に補助がなくなったとしたらバスの料金は１人当たりこれぐらいになるんで

すがというようなある程度わかりやすい材料もそろえながら聞くということも必要かなと思

っています。 

  高齢者の免許返戻なんですが、震災後一番最初に公共交通会議が復活したときにその話出ま

した。バスの利用促進ということよりもやはり警察当局からすれば交通事故を抑止する、生

命財産を守るという観点からできれば、もし町民の方で免許返納する方がいれば町民バスで

独自の制度をつくっていただければという声も寄せられておりましたので、そこは前向きに

考えているところでございます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 頻繁に意見をあれするということなんですけれども、もう一度だけ伺い

たいと思います。今回、こういったバスに関する意見、要望なんですけれども、常時、例え

ばバスとか交通関係じゃなくていろんな要望、意見等を吸い上げる方策として、先ほど申し

ましたように町で発行する広報に後払い式みたいなはがきをとじ込む、昔10年、20年前雑誌

等の懸賞であったんですけれども、ああいったスタイルでより多くの声を吸い上げるという

ことはできないのか、考える意見を収集する上でできないのか。そうすることによってより

身近な問題等を住民の方たちが解決でき、福祉の向上につながるのではないかと思いますの

で、そのようなことができないのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） バスでなくて、それに限らず政策全般に関する町民の声を目安箱の

ような形で聞くというのを日常的にできないかということでございますので、そこはできな

いということはないと思いますが、これから新しい行政組織を再編していく中で、そういう

体制整備を含めて考えていきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 
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○６番（今野雄紀君） 路線変更に関して、先ほど課長、タイムラグ等いろいろ運行経路につい

てありましたけれども、実際それをしている見直し方なんですけれども、実は聞くところに

よると頻繁にできない理由としてＫＣＳと委託先のバス会社さんと町の方たちが一忚やって

いるわけ、担当しているんでしょうけれども、そういったシステムにもあるんじゃないかと

思うんですが、その件に関してはうまくいっているのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 基本的には、当課からＫＣＳに指示を出してございますので、うま

くいっているということだと思います。高台移転の団地全てを一旦バスのスピードで走った

としたらどれくらいかかるのか、町内20地区28団地全部回れということで業者には指示をし

てございます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 町からＫＣＳにそういった指示をしているということなんですけれども、

これは聞きにくいというか、あれなんですけれども、実は担当している町の職員の方が１年

交代でそれも派遣の職員が担当しているという話も聞きましたので、より身近な住民の足で

すので、地理に詳しいというか、なるべくならば復興から５年もたっているのでせめて身近

な事業に対しては派遣の方が仕事ができないというんじゃないんですけれども、なるべくプ

ロパーの方を担当させる必要があるんじゃないかと思いますが、その件に関して今後どのよ

うに関して見ているのか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長（三浦清隆君） 当然、派遣職員はそれなりのスキルを持った職員全てを受け入れて

ございますし、プロパーの職員だからといって町内全ての道路網を頭にたたき込んでいるわ

けでございませんので、業務としてしっかりバス路線の整備、運行形態を含めた形で業務に

携わっているわけですから、私はその心配はしていないと思ってございます。 

  ただ、いずれ復興事業が終わりまして、当然プロパーだけの職員にいずれは切りかわってい

くわけでございますから、その段階においては当然当町の職員のみで業務を全て担っていく

という形になります。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 今、課長より答弁ありましたけれども、私繰り返しますけれども、何も

派遣の方が仕事ができないというんじゃなくて本当に住民の方が困っているといったら変な

んですけれども、不安に思っている事業に関してはなるべく地理に詳しい方をそれも１年交
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代にならない形で担当させていただければと思います。 

  路線変更に際しては最後、指定管理先が変更になりましてドライバーも２種という形になり

ましたので、そのことによってかつて質問した経緯もある部分的でいいのでフリー区間の導

入はできないかという可能性について最後伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） フリー区間、フリー乗降、そこは今野議員も多分御存じかと思いま

すが、例えば入谷とか比較的交通量が尐なくて復興関連の車両もないというところであれば

という位置づけになっているようであります。ただ、現状はまだやはり工事関係車両が錯綜

しておりますので、難しいかなと。フリー乗降にしますと、入谷だけでやってしまったとき

に、入谷を走るバスはいつどこでバスがとまるかわからないということもございますので、

町民だけでなくて町内に宅急便だとか郵便配達だとかさまざまな事業者がお入りになるわけ

ですので、そういう方々への安全啓発も含めて相当な準備期間が要るものかなと思っており

ます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 最後なんですけれども、フリー区間やってできないのか。やればできる

のか、何らかの規制がかかってできないのか。それとただいまの答弁のように全てフリー区

間じゃなくてバス停とフリー区間のハイブリッドと申しますか、そういう形でもできないの

かどうか、そこだけ伺って１件目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 今、一番問題というか大事なのはお客様の安全だと思ってございま

すので、まず安全性を大前提に考えて、そこであとは費用の問題、もろもろを考慮した上で、

そこまでしてもフリー区間を導入することが妥当だという環境条件がそろえばそれは検討を

するということにはなると思いますけれども、さまざまな条件を具備するまでにはまだ時間

がかかるかなと思ってございます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） １件目終わったつもりなんですけれども、最後に答弁要らないので、先

ほど免許の返納もありましたので話もしましたけれども、買い物をした場合に帰り足という

か高齢のひとり暮らしの方がふえている中でそういった配慮も例えば目の前に家があって通

過してしばらくしてバス停にとまってという状況もえてしていっぱいあるみたいなので、今

後フリー区間についても前向きに検討していっていただきたいと思います。 
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  続いて、２件目の質問に入らせていただきます。 

  ２件目の質問の相手として町長と教育長。質問の事項、図書館・図書室の充実についてとい

うことで伺いたいと思います。要旨といたしましては、１件目戸倉公民館図書室の利便性に

ついて。２件目は入谷公民館図書室の利活用の状況について。３番目は電子図書の導入の可

能性について伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 今野雄紀議員のご質問、図書館・図書室の充実についてお答えさせて

いただきます。 

  １点目の戸倉公民館図書室の利便性についてでございますが、戸倉公民館については本年10

月から開館しており、議員ご承知のとおり、旧戸倉中学校校舎を改修した施設でございまし

て、図書室については書籍の編成はしておりますが、部屋としては校舎として利用していた

当時のまま使用しております。開館後の利用については、事務室を窓口として貸し出し及び

返却などの対忚をしているところでございます。 

   次に、２点目の入谷公民館図書室の利活用についてでございますが、これまでも公民館事

業の活動時における図書の事業や図書の貸し出し、返却などを行っているところではありま

すが、図書室スペースに限りがあることから多くの書籍を常時備えているわけでなく、不便

をおかけしている部分もあるかと思われます。 

  公民館図書室は身近な読書施設として大切な役割を果たしており、幅広い世代間交流の場で

あることから、今後はさらに新図書館との連携を密にして公民館図書室の利用増進につなが

る活動に努めてまいりたいと思っております。 

  続きまして、３点目の電子図書の導入についてでございますが、結論から申し上げますと現

時点において導入の予定はございません。まずは、電子図書の普及が国内公共図書館におい

て非常に低いこと。次に、システム環境整備が不透明なこと、電子提供されている図書の種

類が尐ないこと、著作権者との承諾などの契約が必要なこと、資料の保存ができないことな

ど多くの課題が挙げられます。 

  しかし、加速化するインターネット社会において公共図書館でも電子図書の普及が進み、利

用者ニーズが上がることは想定されますが、まずは電子図書の導入をする必要があるか。導

入事例等を精査した上で今後電子図書サービスを検討していく必要があると考えています。 

  ご質問の図書館・図書室の充実につきましては、これから建設する生涯学習センターの図書

館を拠点としまして定期的な各公民館図書室の蔵書の入れかえや蔵書検索システムを活用し
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た連携を図るとともに、必要な図書の配置について随時対忚してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） １点目、戸倉公民館図書室の利便性についてということなんですけれど

も、２つの方向というか角度から伺いたいと思います。 

  一つはハード面での図書室の利便性についてなんですけれども、実は私も利用させていただ

いたんですけれども、それと公民館に改装する前にもこの議場で述べさせていただいた経緯

があるんですが、先ほど教育長から答弁があって校舎のままというか、同じ場所に図書室を

整備しました。それは２階なんですよね。２階に図書室があるということはとても利便性か

らすると使いづらいというか、なおかつ職員でもいればいいんでしょうけれども、いないま

ま２階に上がっていくというか、それが大変不自然でもありますので、事務室の脇というか

上り口のほう、２つ会議室が前日行ったときに間もなく机が入るということでお聞きしたん

ですけれども、その２つの会議室を何らかの形で図書室に変更できないか。そうすることに

よってより利便性が増して管理も事務室の隣なのでより簡単だと思うんですけれども、もち

ろん公民館は図書室がメーンであるわけではないんですけれども、今のうちでしたらそうい

った形の改修も費用も余りかからずできると思うんですが、その点に関して伺いたいと思い

ます。 

○議長（星 喜美男君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（阿部明広君） 戸倉公民館なんですけれども、災害復旧事業で直した施設でご

ざいますので利用が限定されるということでございます。これから改修となりますとまた経

費もかかりますので現状のままで当分活用させていただきたいと考えております。２階の利

用なんですけれども、もともとあったところですので、そのまま使うという、先ほどの災害

復旧と関係しますのでそういう形になったことでございます。 

  それから、使いづらいという部分なんですけれども、入り口の隣に情報コーナーというとこ

ろがございますので、そちらに新聞とか雑誌等は置くような形にして利用していただく方向

で考えたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 災害復旧ということで課長から答弁がありましたけれども、学校として

災害復旧したわけじゃないので公民館として災害復旧したので、場所がそこに限定されると

いうことは縛りがなかったんじゃないかと思うんですけれども、その点に関してもう一度伺
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いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（阿部明広君） 災害復旧事業で承認をいただいた形で復旧しておりますので、

現状の中で変更するということはできないということでございます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 私がお聞きしたかったのは、図書室だった部分を必ず図書室として公民

館として復旧しなければいけなかったのかということをお聞きしているんですけれども。 

○議長（星 喜美男君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（阿部明広君） １階に図書室はなかったので復旧はしなくてもよかったのでは

ないかと考えますけれども。（「明確な答弁できるのは。建設課長か」の声あり）（「時計

とめてもらえたら。時計とめてもらうようだ」の声あり） 

○議長（星 喜美男君） 暫時休憩をいたします。 

     午前１１時３６分  休憩 

                                            

     午前１１時３７分  開議 

○議長（星 喜美男君） 再開いたします。 

  生涯学習課長。 

○生涯学習課長（阿部明広君） 災害復旧事業の基本なんですけれども、現状復旧ということで

あるものは使うという形になると思います。元どおりにする中で使えるものは使っていくと

いうことですので、もともとあるものを使わないで新しくまたつくり直すということは考え

方としてないということで、査定の際にそういう場合ですと省かれてしまうということにな

ると思います。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） わかったようなわからないような。時間があれなので先に。 

  そこで私が伺いたいのは、災害復旧であそこの場所に図書室を設置したわけなんですけれど

も、私が行ってみてつくる前にも言ったように、１階の２部屋を壁を尐しだけ抜けば簡単に

図書室になるんじゃないかという、そういう私の簡単は行政上は縛り等いろいろあって簡単

じゃないというのも再三私も勉強させてきてもらっていますけれども、このことに関しては

どうしても譲れないものですから１階に移せるんじゃないかと思うんですけれどもそこは移

せないのか。例えば本箱等を移すだけで事足りるんじゃないかと思うんですけれども、そう
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いった形でのハード面での移動はできるのか。できてできるのか、それともそういった必要

はないのか伺います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 正対したお答えになるかわかりませんけれども、戸倉公民館は公民館

としての機能が必要でございます。その公民館の中に１室に図書室をつくらせていただいて

いるわけですので、ですから、全体的な公民館の機能を考えたときに図書室の位置というも

のを考えていかなくてならないということで現在２階に、今野議員さんおっしゃれば利便性

がよくないということなんですけれども、旧戸倉中学校時代の図書室をそのまま使わせてい

ただいたということでございます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） １階に移せば移せるのかというところの答弁を伺いたいと思います。 

  そこで、今の教育長の答弁なんですけれどもそこはそこでわかったんですが、私思っている

のはかつての歌津公民館のような、子供たちが例えば今仮設のあるグラウンドをどのように

なるのかわからないですけれども、遊びに来た場合に簡単に、１階ですと外にも小さいこれ

ぐらいのドアがありますので、そこから入っていって閲覧というか利用ができるんじゃない

かと思う。そういう将来的な使いでというんですか、もちろん公民館ですので、図書室は公

民館機能の一部だということは認識していての質問なんですけれども、そういうことも含め

て１階に移す可能性といったことをお聞きしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長（三浦清隆君） 教育長に対する質問でございますけれども、補助事業の一般的な性

格として今回災害復旧事業として認定を受けて施設整備を行いました。当然、既存の施設を

うまく使ってということで２階にある図書室を開設したと思うんですけれども、今野議員の

お話ですと１階に移すことはできないわけではないと思いますが、その際当然会計検査が入

ってまいりまして施設の補助の目的どおり使っていないとなると図書館部分の補助金の返還

で済むか、全体の補助金の返還を求められるか。いずれそういった形でペナルティーを科さ

れると思いますので、軽々に２階から１階へ移動することはなかなか難しいんじゃないかと

思っています。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 今の課長の答弁ですと、目的に使っているというけれども、図書室とし

て同じに使うのだったらその目的にはかなっていると思うんですけれども、場所がだめなだ
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けでだめなのか、多分検査員だか検査官も同じ目的で使うなら多分利便性等をアピールして

いけば十分可能だと思うんですけれども、そこはそういったことでかばねをやまないで向か

っていくという姿勢を見せていただきたいんですけれども。 

  そこでどうしても使えないというんでしたら、私実は別の答弁を予想していたんですけれど

も、例えばかつて公民館を改装するときにいろんな目的で使うための一つとしてボランティ

ア団体の事務室みたいなところにも貸す予定という経緯がありましたので、ほかの事業者に

貸すという動きは現在のところあるのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（阿部明広君） 先ほど、２階の蔵書につきましてもともと図書室だったもので

すから、子供たちがゆっくり遊んで寝て見られるようなスペースがございますので、そちら

で基本的に利用していただきたいんですけれども、館内であれば２階から１階に持ってきて

読む分には問題ないかと思うんですけれども。 

  先ほどお話ししたんですけれども、新聞とか雑誌コーナーを情報コーナーでごらんいただく

という部分については問題ないかと思います。 

  それから、ＮＰＯなんですけれども今のところお話はございませんで、利用するとなれば貸

館という形になるかと思います。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 貸館にするのでしたら、今回図書館と離れるんですけれども、１階が使

えないというんでしたらより有効的に利用する方策の一つとして、例えばなんですけれども

漁協の支所さんに声をかけてみるとか、郵便局のＡＴＭの設置等に声をかけてみるというこ

ともより有効に使う方策の一つだと思って、その方面もより検討していっていただきたいと

思います。 

  最後、戸倉公民館図書室について伺いたいのは、私返却した際に10月からの利用数、貸し出

し数なんですけれども、60前後だったんですけれども、その貸し出し状況は利用予測として

はどのような、順調なのか尐ないのかそこだけ伺っておきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（阿部明広君） 昨年のＢＭあるいは図書室の利用なんですけれども全体で１年

間通じて100冊程度だったものですから、２カ月でそれぐらいというのは利用されているほう

だと思います。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 
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○６番（今野雄紀君） では、２つ目の入谷公民館図書室の利活用について伺いたいと思います。 

  不便をかけているということで答弁いただきましたけれども、入谷公民館、これまで幾度と

なく改修してきました。震災当時、志津川地区の唯一の公民館として多大な活躍と申します

か利活用してきたわけですけれども、そのご褒美というわけじゃないんですが、もうそろそ

ろ全面改修といいますか、建てかえるタイミングが近いんじゃないかと私個人的には思って

いるんですけれども、そう思える中今のうちから図書室の利活用の促進をしていく必要があ

るんじゃないかと思いますので、そのことに関して伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 確かに、今野議員さんおっしゃるように、入谷公民館が果たした役割

は非常に大だと思っております。老朽化ということで今後建物そのものが古くなってきてい

るかなと思っております。そこで新しく生涯学習センターができますので、そこが生涯学習

センターとの連携を図りながら入谷公民館の図書室の狭さをそちらとの連携で何とかカバー

していきたいなと考えております。（「建てかえに関して……」の声あり）（「ちょっと待

って」の声あり） 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 今年度耐震診断をさせていただきました。その結果を報告しながら

ご説明したいと思います。 

  耐震基準が変わる前に実は入谷図書館の建設が始まっておりまして完成をしています。本来

であれば旧耐震基準で建てていると思われるんですが、どうもそのときの設計は新しい耐震

基準を前提に設計されておりますので、耐震的には問題がないという結果になってございま

す。老朽化の一つの目安として、コンクリートはアルカリ性なのでアルカリ性のうちは十分

対忚できるということで、中性化がどのくらい進んでいるかということでそれも調査をさせ

ていただきました。結果的には数ミリ程度の中性化ということで建物はまだ十分使えるとい

う結果が出ましたので、すぐに建てかえということには多分ならないかと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 入谷公民館図書室について最後の質問なんですけれども、最近の貸し出

し冊数、最近のデータとしてありましたら伺っておきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（阿部明広君） 平成27年度は32冊でございます。今年度は11月までで70冊ほど

の貸し出しになっています。 
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○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） わかりました。 

  ３番目の電子図書について伺いたいと思います。教育長の答弁では、いろいろシステム及び

電子化になっている書籍が尐ないと答弁ありましたけれども、私も今回こういった折に調べ

てみましたら電子図書に関しても２つの、いろいろなスタイルがあるのかもしれないですけ

れども、２つのスタイルがあるみたいです。ネットで各家庭でパソコンなどで借りられるス

タイル、あともう一つは図書館から図書室でもいいんですけれども、専用の無線ＬＡＮで届

く範囲、館内、図書室なり図書館内、外でもうちでも庭でもそういった利用できるスタイル

もあるようです。そういったことを考えると導入もしやすいんじゃないかと思いますので。 

  実際ある中では電子書籍図書館推進協議会というのがあるみたいでして、現在の図書館は時

間、距離の制約、高齢者、障害者、子育て中のさまざまな理由により来館が困難な利用者に

対して高度なサービスを提供することができるという趣になっていました。そこで、電子図

書に関しては今後広まっていくと思うんですけれども、もう一度だけ取り組み状況というか

考えについて伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 今回の定例議会で今野雄紀議員さんより電子図書の質問がありました。

実は、正直言いますと私も電子図書については全然不勉強でよくわからないのが実態でござ

いました。それで私なりにちょっと調べたんですけれども、電子図書を導入した際にいろん

な設備の充実等含めてかなりお金がかかるということと、先ほど答弁しましたけれども、著

作権の問題とかさまざまございます。それから全国で公立図書館等でどの程度の普及率があ

るのかということを調べてみました。そうしたら、3.9％というかなり低い普及率です。 

  したがって、今後もう尐し勉強させていただいて導入について検討していきたいと思ってお

ります。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 私も教育長と同じように電子図書とかほとんど見ないというか昔ながら

のかたぎでして、ところが今回こういう形で質問させていただきました。ちなみに、先月で

すと上山市で専門の電子図書館ができたようです。東北でも何件かありまして、そういう形

で徐々に進みつつはあるんですけれども、今回若い人を含め子供たちが携帯を初めタブレッ

トが日常として利用されている今の時代、紙と活字からの、本ではなくてＩＴを通して本を

読むことによって、例えばきのうの新聞なんですけれども、広がるＰＩＳＡ型教育というこ
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とで日本の15歳、読解力の課題、理数系、化学と数学は過去最高の成績だったということな

んですけれども72カ国の地域の15歳が参加し、読解力４位から８位。文章や資料から情報を

読み取り論理立てて自分の考えを記述する、そういうことに尐し劣ってきているということ

でした。情報を読み解き言葉にする力で課題が浮かび、スマートフォンでインターネットを

利用する時間がふえている中、筋立った長い文章を読む機会をふやすために今後徐々にでは

あるんでしょうけれども、図書館、図書室での電子図書の利活用も必要じゃないかと思いま

す。 

  そこで、きのう教育長に述べていただいた力強い理念、知徳体のバランスのとれた教育環境

の整備ということでそのうちの知と徳を磨くことにより効果的になり得る図書館、図書室の

利用促進が私は必要だと思うんですけれども、今後電子図書を含め図書室、図書館を利用促

進に対する教育長の考えというか、そこをお聞きしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 今、今野議員がお話しなさいました日本の子供たちの読解力が落ちて

いるという話、新聞等で私も読ませていただきました。確かに、本を読むことによって読解

力を高めていくというのはそのとおりだと思います。 

  実は、今年度から町の図書館主催の事業の一つとして、昨年度まで読書感想文コンクールが

あったんですけれども、ことしはそれを取りやめまして調べる活動ということで町内の子供

たちを対象に調べるコンクールをしました。これは自分の興味のあるものについてとことん

調べてそれをまとめてそれに出すということで大変すばらしいものがたくさん出まして、こ

れが小学生が調べたことなのかとびっくりするような内容も出ました。そういうことを通し

て、図書館の利用。 

  それから各学校では多読賞といいまして一番子供たちが本を読むというか、そういう子供た

ちに賞を出すというか、そういう活動を通していわゆる読む活動、図書館を利用する、図書

室を利用することによって読解力を高めていくという活動もしております。 

  議員おっしゃるように、子供たちの知徳の部分については今後なお一層取り組んでいきたい

なと思っています。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 次、３件中…… 

○議長（星 喜美男君） ちょっとお待ちください。 

  ここで昼食のための休憩といたします。 
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  再開は１時10分といたします。 

     午前１１時５７分  休憩 

                                            

     午後 １時０９分  開議 

○議長（星 喜美男君） おそろいですので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  今野雄紀君の一般質問を続行します。今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） ３件目に移らせていただきます。 

  質問の相手、町長。質問事項、震災祈念公園についてということで何点か伺いたいと思いま

す。１点目公園の設計変更の可能性について。２番目歌津地区における追悼の場の計画につ

いて。３番目戸倉地区における同じく追悼の場の計画について。以上、要旨として３点伺い

たいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 震災祈念公園についてお答えさせていただきます。 

  １点目の公園設計変更でありますが、震災復興祈念公園につきましては昨年12月に整備案の

住民説明会を開催した後、志津川地区まちづくり協議会や説明会でのご意見、要望を踏まえ

て今年度に設計を行っております。10月５日にはこの設計の内容について住民説明会を開催

いたしているところであります。 

  10月説明会の主な内容といたしましてはこれまでの検討経緯と今後の流れ、公園の位置づけ

やテーマ、昨年の説明会での意見、要望に対する対忚策、設計方針と今後の進め方について

ご説明いたしました。 

  震災復興祈念公園につきましては、追悼、継承、感謝、そして未来を創造する協働の場とな

ることをテーマに、津波襲来時に逃げおくれた方々の一時避難地となる築山と震災の記憶を

風化させることなく次世代に受け継ぐための広場と未来の森を整備することとしております。

整備内容について、昨年の説明会から変更した部分を含めてより詳細な部分を詰めており、

整備内容の主な部分といたしましては災害時の避難誘導サインの設置、築山頂上部に緊急使

用のテント配備、地域の自生種を活用した植栽などをご説明しております。 

  今後につきましては、10月説明会及びまちづくり協議会において今回の説明に対しおおむね

ご理解をいただいたことから、町といたしましては必要な場所から整備をしてまいりたい所

存であります。 

  次に、２点目の歌津地区における追悼の場の計画、３点目の戸倉地区における追悼の場の計
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画についてでありますが、以前に私もお話をさせていただきましたが、町といたしましては

それぞれの地区におきまして震災で犠牲となられた方々に対し、手を合わせる場所の整備に

ついて考えていきたいと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 今、町長より答弁ありました。いろいろ説明会その他等での意見を聞い

たということであれなんですけれども、実は私もその説明会におくればせながら伺って教授

が帰る時間が迫っていて半分も質問できなかったんですけれども、そこでそのときの内容は

当局も御存じだと思いますので割愛させていただいて、今回一般質問終了後に議案としても

出ていますが、最後のあがきではないんですけれども、設計変更について質問させていただ

きます。 

  実は、私で何でこのようなあれしたのか、ようやく12月初めに新聞記事なんですけれども、

小さな記事が載っていました。タイトルが大川小慰霊碑移設の要望ということで石巻市が震

災遺構とする方針の大川小学校についての小さな記事でした。保存計画を話し合う３回目の

会議ということだったんですけれども、市として初めて校舎一体の整備案を示したというこ

とです。そこで慰霊碑の場所を慰霊、鎮魂エリアとしたのに対し、住民からは別の場所に慰

霊碑を移し遺構と切り離すように求める声が出たということです。そこで、整備案では被災

した姿で残る２階建ての旧校舎と倒れた渡り廊下、体育館跡を震災遺構エリアに、津波で命

を落とした児童、教職員らの慰霊碑が立つ校庭側は慰霊、鎮魂エリアと位置づけたというこ

とでした。それに対して、静かな慰霊を望む遺族や住民からは、見学者が来ない場所に慰霊

碑を移して２つのエリアの入り口を分けてほしいなどといった要望が出たそうです。 

  そこで、私も静かに慰霊を望む立場で今回質問させていただきます。当然、こういった段階

まで来て震災遺構と祈念公園を切り離してほしいと言っても、もう手おくれだと思いますの

で、お伺いしたいのは名簿安置モニュメントということを計画していますけれども、これは

慰霊碑がわりになるのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 復興市街地整備課長。 

○復興市街地整備課長（小原田満男君） 名簿を納めるモニュメントでございますが、今公園の

設計の中で計画してございますのは築山頂上部に石碑を設ける（「わかっていますので端的

に慰霊碑がわりになるかならないかの答弁をお願いします」の声あり）震災復興祈念公園で

ございますので、自然災害で亡くなった方の名簿を納めて今回の東日本大震災だけじゃなく

てその前の津波被害等もありますので、そういう方たちの名簿を納めて手を合わせる場所と
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いうものを考えてございます。（「答弁」の声あり）慰霊碑という位置づけで考えてござい

ます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 慰霊碑がわりということで計画されているわけですけれども、実はモニ

ュメントが、私言いたいのは全て石づくりで計画になっているみたいですけれども、いつ防

災庁舎が取り壊される状況だかわからない今、取り壊された後のデザインも設計の中に示さ

れたみたいですけれども、半永久的に残る石ではなくて朽ちて後世の人たちに託すべき木質

でモニュメントをつくるべきではないかと思うんですけれども、それは本当に設計された方

の言うレジリエンス復元性、それも意味含めて成り立つのではないかと思いますが、その点

に関して伺いたいんですけれども、木質の中橋、公園のモニュメントも木質でこそ木質でや

ってトータルなデザインというか、そういったものもあらわす必要があるんじゃないかと思

いますので、もし木質を使うんでしたら当町で今認証をとったＦＳＣ材でつくるべきではな

いかと思うんですけれども、こういった設計に関してどのような対処ができるのかどうか伺

いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 復興市街地整備課長。 

○復興市街地整備課長（小原田満男君） モニュメントについて木質でできないかということで

ございますが、震災復興祈念公園は追悼、継承、感謝、創造、協働ということで震災の記憶

と教訓を風化させることなく次世代に受け継いでいきたいという思いもございますので、将

来的に朽ち果てるようなものではなく石で後世に残るものを現地に残したいと思ってござい

ます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 私は逆で震災以降も姿を変える中で、朽ちて新たにつくるつくらないを

次世代に託すというか、そういうことも私は大切だと。そうすることによって逆に風化を防

ぐ役割を果たすんじゃないかと思うんですけれども、そういった考えに対してはやはり半永

久的な石でつくるという考えが大切なのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今野議員がいろいろさまざまな思いがあってこちら側にご質問をいただ

いているわけですが、従来からこの問題につきましてはさまざまな方々のご意見を伺いなが

らということで進めてまいりました。ご案内のとおり、住民説明会２回、まちづくり協議会

の説明会２回、４回積み重ねてまいりまして、一定の方向性ということでいただいて今回の
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設計、最終的な形になったと認識してございますので、今、今野議員のお話のことについて

はそれはそれとして受けとめさせていただきますが、我々とすればこれまで４回も積み重ね

てきた住民皆さん方の思いということもしっかり受けとめなければいけない立場でございま

すので、そこはご理解をいただきたいと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 今、町長の答弁のあった住民説明会、まちづくり協議会でもんできたと

いうことなんですけれども、まちづくり協議会自体も町でつくるあれなので志津川地区に限

定する必要はなかったんじゃないかという思いがしているわけなんですけれども、その点に

関しては町長、どのように、全町的な意見というか集約できたかという自負があるかどうか

伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） まちづくり協議会さんだけでなくて住民説明会については全町というこ

とでございますので、とりわけ志津川地区だけということではございませんので、そこはひ

とつ誤解のないようにお願い申し上げたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） そのようでしたら、もう尐し、まちづくり協議会さんぐらいと同じよう

な回数を開くべきだったのではないかと私は思っていますのでその件に関して聞いておきま

した。 

  そこで、時間のなかった説明会では慰霊碑というかその部分なんですけれども、私その説明

会では八幡神社でもいいのでないかと伝えたわけですけれども、もし築山に建てないんでし

たら今後海水浴場が整備予定の荒島、あそこに八幡神社の末社があるわけですけれども、そ

ういった場所に静かに慰霊、追悼、そして鎮魂の場としてふさわしいのではないかと思うん

ですけれども、そういった場所に慰霊碑等を建てて築山等から遥拝する形で慰霊することも

考えられると思うんですけれども、政教分離の縛りもあるでしょうけれども、そういったこ

とは検討できないのか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） いろいろな個人個人の思いはさまざまです。今、荒島というお話、私か

ら言えば突拍子もないというか突然のお話でございますので、そういうお話をまちづくり協

議会も含め多分どなたもそういうお話、議論をしてこなかっただろうと思います。今、この

議場で突然に荒島と言われましても、ああそうですかというわけに、なかなか我々としては
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まいりません。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 突然、町長もこの場では返答できないと思いますけれども、町長、返答

できないなりにもそういった案に対してどのような思いを持つか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今の荒島の状況を鑑みれば、あそこに人が上がっていくということにつ

いてはお年寄りの方、子供たち、上がっていけません。したがいまして、そういう場所にと

いうことは全く私としては考えられないと思っています。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） それでわかりました。 

  次に、設計に関してなんですけれども、回遊動線ということで説明がありました。果たして、

設計者が意図したように新しい商店街から汐見橋、祈念公園、そして中橋、商店街で戻って

くるといった流れで設計しているようですけれども、新しい商店街から果たしてそのような

回遊になるのかどうか、当局どのように見ているのか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 復興市街地整備課長。 

○復興市街地整備課長（小原田満男君） 町としては隈研吾先生にグランドデザインというもの

をご提案いただきました。それを実現するため、道の駅とか中橋、汐見橋は国道45号ですけ

れども、対岸には祈念公園というものを設定してございますので歩く人はそれぞれですので、

歩く人、歩かない人といろいろあるでしょうけれども、そこにたどり着くような動線は確保

してございますので、歩いてもらえるものなのかなと思ってございます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 歩く人歩かない人それぞれということなんですけれども、そこで伺いた

いのはもしそこで回遊動線を使うというか、そのとおりになる場合に例えば今現在仮設の商

店街がありますけれども、観光バス等が多く寄っているわけですけれども、大体観光バスの

商店街における平均的な滞在時間というのは何分ぐらいなのかもしつかんでいたら伺いたい

と思います。 

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（高橋一清君） ちょっとお答えできるようなところまで承知しかねます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 簡単だと思うんですけれども、観光バスはルートを設定して来ているの
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で、当事者の商店街ではもちろん担当の課もそれぐらいつかんでいて不思議ではないと思い

ます。 

  つかんでいないということなので、話を先に進めさせていただくと、回遊動線をするには果

たして観光バス等いろいろな個人の客もあるんでしょうけれども、時間がどうなのかという

思いがありまして時間がないなら多分回遊動線じゃなくて逆の商店街から中橋、祈念公園、

そして動線としてはまた中橋、商店街、帰ってくるようなイメージが私はしてならないもの

ですから、そこで伺いたいのはそういった思いからやはり静かに追悼、あれする場ではない

ような形だと思われるので設計変更が必要じゃないかと思います。 

  次に、２点目なんですけれども、歌津地区への計画はあるかということで聞いたんですけれ

ども、今回ＵＲへ委託した祈念公園の約７億8,000万円の予算があったわけですけれども、こ

れを歌津地区及び戸倉地区に振り分けるというか、そういったことは事業としては１つの事

業なんでしょうけれども、予算的なものは見積もれなかったのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今回の予算につきましては、震災復興祈念公園ということで地域の予算

ということでございますので、それをほかに振り分けるということは復興庁としては認めな

いということでございます。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） １つの事業ですから、認めないということはわかるんですけれども、各

歌津地区戸倉地区にもそれなりの公園、祈る場所をつくる際にはそういった予算化はどうい

った形でできるのか伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） この予算につきましては町単費しかございません。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） 単費ということでわかりました。単費を予算つく可能性は近々あるのか

どうか、そこだけ伺っておきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 予算がつく前にどの場所にどんなものをつくるかということのほうが先

決だと思っていますので、いずれそういったものをどこの場所にどのようにつくるのかとい

うことについてはこちらで検討させていただきたい。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 
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○６番（今野雄紀君） 最後になるんですけれども、検討する際に今回の復興祈念公園で志津川

地区のまちづくり協議会の方たちが何度も検討なさったように、同じく歌津地区、戸倉地区

でもそのようなまちづくり協議会さんがあるのでそういった場で検討していっていただきた

いと思います。 

  確認なんですけれども、11月25日、戸倉地区まちづくり協議会の総会というか、いろんなあ

れがあったみたいなんですけれども、その場でこういった慰霊の場の必要性等が出たかどう

か伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 担当がお邪魔はしておるかと思いますけれども、その報告について

はまだ私は受けておりません。 

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。 

○６番（今野雄紀君） そこを確認の上、できるだけというかなるべく静かな場で慰霊のできる

ような慰霊碑といった形を望んで質問を終わらせていただきます。 

○議長（星 喜美男君） 以上で、今野雄紀君の一般質問を終わります。 

  通告４番佐藤正明君。質問件名、復旧した漁港施設について。２緊急時にでも対忚できる道

路網整備について。以上２件について、一問一答方式による佐藤正明君の登壇発言を許しま

す。２番佐藤正明君。 

     〔２番 佐藤正明君 登壇〕 

○２番（佐藤正明君） ただいま、議長の許可を得ましたので、２番佐藤は登壇より一般質問に

臨みます。 

  通告１件目、質問の相手は町長になります。質問事項、復旧した漁港施設について。質問要

旨は、震災から５年９カ月が過ぎようとしております。震災直後から漁業を営む方々の生活

を支える漁港施設の整備が始まりました。職員の方々や地域の皆様のご努力で各漁港の施設

である物揚げ場、船揚げ場、防波堤などはほぼ完了状況にあります。しかしながら、完了し

た物揚げ場、船揚げ場では作業の不便な状況が発生していることや工事の進捗状況と今後の

対策について次のとおり伺います。 

  １つ、物揚げ場では干潮時の乗船や荷揚げが大変な状態であり、対忚を考えては。 

  ２、船揚げ場は先端の捨て石が露出し船が揚げられない状況であり、対忚を考えているか。 

  ３、かさ上げされた防波堤、波浪時の越波対策を考えては。 

  ４、計画されている防波堤工事の進捗状況と工事の完了時期を伺う。 
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  以上、登壇からの質問とさせていただきます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、佐藤正明議員の１件目のご質問。復旧した漁港施設について

お答えさせていただきたいと思います。 

  １点目のご質問、物揚げ場では干潮時の乗船や荷揚げが大変な状態であり、対忚の考えはど

うだということでありますが、本町では東日本大震災により被災した町管理の19漁港のうち

17漁港が物揚げ場を設置しております。そのうち、16漁港においては復旧をほぼ完了してお

ります。 

  国土地理院のＧＰＳによる当町志津川での観測結果では震災直後、平成23年３月12日での沈

下量に対し、平成28年３月では35センチメートルの累積隆起が認められており、これにより

復旧整備しかさ上げした物揚げ場が隆起相当分高くなったものと考えております。これは当

町のみならず被災地全ての問題であり、宮城県初め水産庁でもその対策について検討を始め

ているところであり、その方針を見きわめつつ当町といたしましては基幹産業である水産業

の安全で安心な漁業活動のためタラップの設置など、国県等の指示援助をいただきながらそ

の対忚を進めていきたいと考えております。 

  次に、２点目の船揚げ場先端部の捨て石が露出し、船が揚げられない状況であり対忚を考え

ているかということについてでありますが、基本的には１点目と同様でありますが、船揚げ

場によっては先端部をかさ上げせずに施工した災害復旧工事箇所もあり、さらには震災以前

よりその高さに多尐の違い等もあることから、地元の意向も確認しながらその対忚を進めて

いきたいと考えております。 

  次に、３点目のかさ上げされた防波堤、波浪時の越波対策を考えてはでありますが、東日本

大震災後当町漁港関係事業においては災害復旧事業を優先に進めてまいりました。災害復旧

事業に際しては、震災前の原形復旧が基本でありますので今後の越波対策については国県の

補助事業であります農山漁村交付金事業など、いわゆる通常漁港事業を導入して整備する必

要があります。このようなことから、今後は町の財政面も考慮しながら逐次整備を進めてい

きたいと考えております。 

  最後に、４点目の計画されている防潮堤工事の進捗状況と工事の完了時期ということについ

てでありますが、当町においては19漁港全てについて防潮堤の設置あるいは復旧を計画して

おります。現在、４漁港について工事を着手しており着手率21％となっております。残りの

15漁港においても地元からの同意を得て平成29年度中には全ての漁港において工事に着手し、
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平成30年度末の完了を目標に進めているところであります。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） それでは、順を追っていろいろ質疑をしていきたいと思います。 

  まず、物揚げ場についてはただいまの答弁ですと検討を初めタラップ対忚を考えていくとい

う明るい答弁をいただきました。一忚、漁港で作業をしている方は震災を乗り越えていろい

ろ事業を大きくやろうと思って頑張っております。それも震災から５年という形になって一

生懸命頑張っている方も年齢も５年過ぎていますので、５歳とっているという中でございま

すので、対忚については早目の対忚が必要かと思いますが、取りつける時期というのはいつ

ごろからなるのかその辺を伺っておきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 乗船、下船についての対忚ということについては多分タラップしかない

のかなと思っております。荷揚げについてはクレーンをおつぎしていただくということにな

ろうかと思います。 

  ご承知のように、先ほどもお話ししましたが、今回の東日本大震災で約70センチメートル沈

下をしました。その後１カ月余りで17センチほど戻っております。隆起しております。それ

から５年間で約20センチ近く隆起をしてございまして、約35センチの隆起ということになり

ます。今後もそういう状況が続く可能性がまずあるわけでございますので、その中で我々と

して対忚できるということになりますと、こういったタラップを利用するしかないと思いま

すが、その設置時期等については担当の課長から答弁させたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） それでは、私から時期についてご答

弁申し上げます。これのタラップの設置ですが、タラップ自身結構高いものでして、なかな

かこれも単独費というのでは整備が難しいのかなと思っております。現在これを整備ができ

るのは復興交付金の中で整備ができるような対忚をしたということになっております。それ

について具体的にどういうことでどうしたらできるのか、あるいは間隔がどうであるのかと

いったことについては、またきちっとしたことが、我々も使っておりませんので順次復興庁

とも相談をしながら計画を進めていきたいと思っております。何にせよできるだけ早いこと

整備ができるようなことを考えていきたいと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） それでは、できるだけ早目の対忚ということ、あすにでもできればやっ
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てもらう形が一番かと思いますけれども、ひとつ早目の対忚でお願いしたい。 

  それから、今町長が物揚げについてはクレーンしかないのかなというお話もいただきました。

確かに、乗船その他はタラップが一番だと。ただ、荷を揚げるのにはそのように高くなった

ものですからクレーンが必要になろうかと思います。大きな物揚げ場についてはクレーンが

設置されている場所があるんですが、やはり小さい場所、その辺の対忚、復旧では対忚がで

きないという話も随分聞いてありますが、新規にそういうクレーンも考えてもらえるのかど

うか、その辺を伺っておきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） それではクレーンの設置ですが、ク

レーンについてはいわゆる漁港施設ということで整備対象にはなっておりません。現在設置

されております半分ぐらい設置をされておるんですが、これについては漁協を通して補助な

りで整備をされているとお伺いしております。これについて、またご相談をしていただけれ

ばと思っております。 

  クレーンについて、物揚げ場をかさ上げいたしましたときにクレーンが低くなって使えなく

なったというものにつきましては物揚げ場を整備する段階で補償工事として整備をやり直し

ております。以上でございます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） 今、理解しかねたんですが、クレーンはつけてもらえるという解釈でよ

ろしいんですか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） 漁港の工事としては整備ができない。

ですから、漁協さんなりの補助なりで整備をお願いしたいということであります。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） それでは、クレーンにつきましては漁協さんに申し込めばそれなりの対

忚ができると、そういう考えでよろしいんですか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） その辺のところについては、私もは

っきり詳しいことは存じませんのでまた勉強させていただきますので、ご相談していただけ

ればと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 
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○町長（佐藤 仁君） 基本的に事業主体については漁協ということになります。申請といいま

すか、設置をするということになれば国の補助等含めてそこに入っていくということになり

ますので、考えればまず漁協がどの市場に、漁港にクレーンをつけるかということについて

漁協でいろいろ検討していただいて補助をつくということになろうかと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） わかりました。それでは、それぞれの要望する漁港については漁協さん

と協議させるような形をとっていきたいと思います。 

  とりあえず、物揚げ場においてはタラップ等は随時それなりに予算次第で対忚していただけ

るという形でよろしいわけですね。 

  それでは、船揚げ場の先端も一忚改良方向を考えていくという答弁でよろしいわけでござい

ますか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） 船揚げ場につきましては、災害復旧

工事の途中からこういう問題が生じておりまして、これについて対忚ができるものについて

は工事中でありますと非常に対忚がしやすいんですけれども、できてしまったものをやり直

すということになりますと大変難しいことになりますので早期の対忚ということで単独事業

を無理やりお願いしたり、それから先端部が残っておりましたらそれを使って後ろへ伸ばし

て整備をしたというところが幾つかございます。それ以外に今のところ余り聞いております

のは２カ所ほどそれ以外も聞いておりますので、それらについてはまた地元の方と相談をし

ながらどんなやり方をするのかと。今も既にものができておりますが、重機が乗るといった

ことは非常に難しいものですから、どんなやり方でやるのかといったことを相談しながら考

えていきたいなと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） 前向きの方向だということを受けとめて２番目の船揚げ場の先端捨て石

露出については終わります。 

  ３番目ですが、かさ上げされて現況対忚で整備していくというお話をいただきましたが、状

況につきましては防波堤を70センチほどあるいは場所によってはそれ以上かさ上げしている

場所がございます。そこは波浪時にはかさ上げして当たった分の１波が相当厳しいんですね。

高く波が内港に発生してくるという関係で内港に船もつけておけないという状況のようであ

ります。ですので、私思うのには防波堤と同時に消波施設も整備されているところと、整備
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というか、復旧されたところと復旧されていないところが見受けられております。ですので、

復旧ですので防波堤もかさ上げすればそれなりに消波も整備しなきゃないという形だと思う

んですが、その辺の考えについて伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 先ほど申しましたように農山交付金事業で認められた漁港は石浜と稲淵、

この２つの漁港は国の予算も内定してございますので、ここは取りかかることができると思

いますが、それ以外の漁港についてはまさしく先ほど申しましたように財源の問題等ござい

ますので、我々もそうですが、地域を挙げてこの問題に取り組まないとなかなか予算措置も

含めて厳しい状況かなと思いますので、我々も頑張りますが皆さん方といろいろお力をいた

だきながら取り組んでいきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） 消波ブロックを置いてほしいという

話は非常にたくさんございまして、復旧のときにここにもあったはずだ、ここにもあったは

ずだというお話はたくさん聞くんですけれども、今となってはそれもなかなかそれがあった

という証拠というんですか、そういうものを求められまして写真もない、グーグルの昔の写

真なんかも調べるんですが、なかなかここにあったでしょうと言えないということがあって

皆さん方の印象とは大分違ったことになっているところがあるかと思います。 

  同じように高さは上げたんですけれども、波浪時にはたくさん越えるという声は聞いており

ます。私どもも呼ばれて話を聞いているときに実際頭からかぶった職員がおるということが

おりまして、何かしないといけないんだというのはあるんですけれども、先ほどから言って

いますようになかなか安いものではありませんので、予算的に話ができてきたらということ

でしていきたいと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） やはり、残された地元の方たちはそれで大分苦労しているような形でご

ざいます。波が来るたび背後地まで流出してしまう。その都度背後地まで整備していかなき

ゃないという形でございます。ですので、何らかの形、単費では難しいというものの今回も

防潮堤も計画されていると。そういう中において何らかの片側に予算措置をできないかとい

う考えはどのようなものでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） 背後地等、掘れてもというところが
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あるかと思います。私どもそういうことがありますので毎回これに予算を使うのももったい

ないという話でございますので、これにつきましてはもともとあったところについては復興

交付金の事業がございますのでそれで舗装を背後地の舗装等をやっていきたい。県からの補

助金等もありますので、そういうものを使って舗装については進めていきたいなと思ってい

ます。 

  防潮堤とあわせて何ぼかプラスアルファで予算つけられないのかというお話かと思いますけ

れども、なかなか防潮堤自身が海のそばにつくというのが割と尐ない、役場のほうの防潮堤

については尐ないものですから、その辺のところがお願いをしづらいというところがござい

まして、防潮堤ではというのが実際のところであります。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） なぜそう私言うのかといいますと、４番目の防潮堤にも絡んでくる形で

ございます。というのは、防潮堤の用地の方々がやはり漁港を守っているという形でござい

ますので、防潮堤絡みで消波等の対忚がそちらにも考えてもらいたいという意見も大分あり

ますので、それを今ここで述べている形でございます。 

  そういう用地絡みもありますので、ひとつその辺のやつ、何らかの形で対忚もできないかと

思います。再度お願いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） 状況につきましては私も十分に承知

をしておるつもりでございます。そういうことで何らかのことが図れるようでしたら機会を

捉えて努めてまいりたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） それでは、防波堤についてはとりあえずいろいろ頑張っていただくとい

う形になろうかと思います。よろしくお願いしておきます。 

  それでは４番の計画されている防潮堤工事の進捗状況と工事の完了時期について伺いました。

４漁港が発注されて21％だとお話を聞きました。その発注箇所については今回議案163号に上

がってきているんですが、出来高といいますか、変更されて完了工事なると思うんですが、

それが45％ぐらいで完了だと。この内容についてお話をいただきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） これは寺浜の防潮堤でございます。

防潮堤４件発注いたしましてそのうちの１本でございます。これは、現在事故繰越の予算に
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なっておりまして、今年度で一忚精算をつけなければならない状況になっています。いわゆ

るお金としてですが、でき方として45％程度というのが何でまあそんなようになったんだと

いうお話かと思います。一つは一番南側になるんですか、小さい陸閘をつくっておるところ

ですが、ここにつきましては国立公園の２種の特別区域に指定をされております。これの解

除、ここの中でその行為をしてもよろしいよという許可を受けるのに時間を要しておりまし

て、これについて現実的には本年度内ではできないという状況になりました。 

  もう一つ、反対側のいわゆる乗り越しタイプの防潮堤でありますが、ここにつきましては防

潮堤をつくったりするときに対岸へ行く道路の通行どめをしなければならない。工事をしま

すのでそこは通れなくなるということでございます。その協議について時間を要してしまい

まして10月くらいまで工事ができなかった。許可が、日付は忘れましたが、かなり遅くまで

許可がいただけずに影響しました。 

  その影響もありまして全体の工事ができなくなってしまったということで45％という出来高

になったものであります。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） それでは、完了でなく繰り越しになるという考えでよろしいんですね。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） 完了ではありませんが、事故繰越分

として完了扱いにして精算をする。残り分については同じ業者の方に随意契約で発注をする

という形にしたいと思っています。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） 一忚、この工事については28年３月からの工事だったんですね。そして

今回12月で９カ月ですか、大体。その間に国立公園の許可とかなかなか受けられなかった。

その辺のこと、発注時期には読めなかったんでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） 何と言ったらいいかよくわかりませ

んが、ものがというか、法規制があるということについては我々も十分な認識がありました。

ですから、何もなければこういう形での発注はなかなかしないのが普通なんですけれども、

私どもの予算の状況につきまして決算でありますとか常におしかりを受けておりますように、

たくさんの予算について繰り越しをし、流し、新たについて流すという状況になっておりま

して、現実的には被災後近くでありますれば割とそれも認められてきたのでありますが、だ
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んだん世の中落ちついてきましたので予算の消化というものについて、消化しなさい、使い

なさいという話が非常に強くなってきていまして、それに対忚するためにも多尐の無理はし

ても発注をせざるを得なかったというものであります。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） そういう条件のもとに発注したという形になると、やはり請け負った方

たちは何ていいますか、仕事ができなかったという形になる。そうなると約款という形があ

りますね、契約の内容で。その中では違反になるんではないかと思いますが、いかがでしょ

う、町長。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） その点につきましては、一番最初と

って話をする段階からこういう状況にあるのでご容赦を願いたいということは正直申し上げ

ましてお話をさせていただいているということでございます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） 約款の16条に、例えば今は国立公園の許可ということなんですけれども、

その中には工事用地等の確保ということで上がっております。その内容については甲乙とあ

るんですが、乙が工事の施工上に必要な日までに用地等の確保ができなければならないとい

う約款、契約があります。用地も許可も国立公園の許可もそれと同じでないかと思うんです

が町長、いかがなものでしょう。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 工事に必要な土地等については発注者側で準備をするというのが載

っているかと、それが原則だと思っています。当然、契約上現場に技術者の配置、代理人を

配置するということで兼務ができないということであればそういう方たちの人件費の問題が

発生してくるだろうと思っていますが、通常長い場合は中止命令等出してそこに張りつかな

くてもいいよという措置をとりながら経済的な損失を防ぐのが普通手続きをしております。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） この工事については、中止命令その他出していたんですか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） この工事については出しておりませ

ん。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 
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○２番（佐藤正明君） そういう状況のときはどういう形になるんでしょうね。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） この工事のときは、いわゆる国立公

園でできない場所と国立公園がかかっていなくてできる場所というのがあります。そこので

きる場所のところがあるものですから、無理をすればというか、そちらで工事をすれば工事

はできていたというか、工事のやれる分があったということですから、全面的にそこで中止

をしてやめて待っておる必要はなかったということであります。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） その工事だけやって4,200万円程度ができたと。先ほどは、ことし３月

から今回12月でそういう出来高が出てきたという形ですが、その間これだけの工事しかやれ

なかったと。あとは工期は恐らく３月までだったと思うんですけれども、できない期間はあ

る程度補償も考えられるんでないかなと思うんですが、その辺の考えは、どうなんでしょう。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） 全くできなかったという期間として

はなかったと考えております。図面がないものでわかりにくいんですけれども、自然公園が

かかっていてできない部分についてはできないけれども、そちらと反対側のことしでき上が

った部分については工事ができていた。できる部分があったということです。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤議員、質問の趣旨がずれていっていますから。（「はい、わかり

ました」の声あり）佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） 尐しおかしくなってしまいましたけれども、一忚そのほかにおいても工

事中止もかけている現場等はあるんですか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） はい、かけた現場はあります。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） その場所については補償は考えてあるんでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） これについても業者の方とはお話を

させていただいて一忚これで納得をいただいていると思っております。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） 業者は納得したという形でよろしいんですね。わかりました。 
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  といいますのは、今度防潮堤、新しく発注されるのが17カ所ほどあるんですね。11月に公示

されているという中でございます。５年もかかって17カ所今から発注される。何で５年とい

いますか、震災後５年なんですけれども、こんなに時間がかかっているのかなと。といいま

すのは、防潮堤計画出た時点でそこに用地携わる人は既に諦めて用地は買収してもらっても

いいという方たち何人もいるんです。５年も過ぎて何も動きがないとなるとやはりその方た

ちだって気持ちが変わってきますので、今さら何やということがありますので、今後の工事

には大分支障が出てくるのではないかと思います。そういう中で、今回計画されている17カ

所については用地問題関係については問題がないのか、その辺を伺っておきます。 

○議長（星 喜美男君） 建設課技術参事。 

○建設課技術参事（漁港・漁集事業担当）（宮里憲一君） 用地関係で問題がないのかという、

問題自身ははっきりと個人の方と交渉したわけではありませんので、その部分についてこの

方とこことこことで問題があると、こういう形でかかりますけれども、よろしくお願いしま

すという話はずっと今まで全部やってきていますので、その段階でなかなか会えないであり

ますとかそういう方は何名かおいでになる。それ以外にもある程度共有地であるとかいう話

は何筆かあるというのは認識しております。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） そのように協力的な方たちは年数たつと気持ちが変わると思いますが、

何ていうんですか、その時点で仮契約とかそういうのは確約とかそういうのまではやってい

ないという形ですね。 

  町長、どうですか。地主さんが気持ちが変わってしまってそこに防潮堤ができなくなってく

る可能性が大分その地区地区ではあるような考えですが、その計画についてはどのように思

いますか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 直接地権者の方と私お会いしたわけでございませんので逐一それぞれの

方々がどういうお考え、あるいはどういうふうに考え方が変わったのかということについて

私から直接お話しできるものはございませんが、しかしながら今お話のように当初了解をい

ただいた方が５年もたってなかなか進まないということになりますと、思いも変わってくる

というケースもあると思いますし、またその逆のケースもあろうかと思います。いずれ、時

間がこれまで経過をしてきたということを鑑みれば、この事業についてはしっかりと急いで

取り組んでいく必要があると私としては思っております。 
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○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） それでは、町長早目の対忚でひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  数が多過ぎますので一忚それなりに発注も大変ですし、やるほうも大変だと思うんですが、

とりあえずいつ何時津波が来るかわかりませんので、早目の対忚でお願いしたと思います。 

  私は一般質問は簡単に終わりますので、とりあえず今１問については１件目については終わ

らせていただきます。 

○議長（星 喜美男君） ちょっとお待ちください。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

  再開は２時25分といたします。 

     午後２時１１分  休憩 

                                            

     午後２時２４分  開議 

○議長（星 喜美男君） おそろいですので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  佐藤正明君の一般質問を続行いたします。佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） ２件目に移ります。 

  ２件目の質問事項については緊急時にでも道路網整備について。（「に、要らない」の声あ

り）質問相手は町長になります。質問要旨、11月22日の福島沖の地震で津波警報が発令。各

路線が通行どめになった。緊急時にでも対忚できる道路網整備や改良工事を考えては。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、２点目のご質問にお答えさせていただきたいと思いますが、

平成28年11月22日に発生いたしました地震によって地震後間もなく宮城県地方沿岸に津波注

意報が発令されたことに伴い、直ちにはまゆり大橋を閉鎖いたしました。その後８時10分ご

ろ津波警報に切りかわったことを受けまして、国土交通省と宮城県においては防災計画に基

づいてそれぞれ管轄する路線の通行どめ措置をとりました。 

  一方、現在町内の幹線道路として三陸沿岸道路の建設が進められており、先般10月30日には

待望の志津川インターチェンジが開通いたしました。今後の予定といたしましては、今年度

末に仮称南三陸海岸インターチェンジ、平成29年度、平成30年度にはそれぞれ仮称歌津イン

ターチェンジ、仮称歌津北インターチェンジが開通する予定となっており、これらインター

チェンジ間の開通によりまして有事の際においても通常交通の確保及び緊急輸送路の確保が

可能となります。また、国道45号、国道398号及び沿岸部の県道につきましても、戸倉、志津
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川、歌津地区におきましても改良工事が進められておりまして、あわせて各地区海岸の防潮

堤工事、主要河川の護岸工事も進められております。さらに主要道路を介し各地区へ連絡す

る道路として町管理の道路整備も重要であることから、現在社会資本整備総合交付金を活用

して沿岸部の平磯地区、荒砥地区から国道45号に接続する道路改良事業を実施中であります。 

  今後につきましても、災害時に活用された路線及び平成25年度に作成しました整備計画に基

づきまして、住民の皆様の安全安心及び緊急時の避難路並びに物資等の運搬を確保するため

町内各地区を接続する路線の整備を進めてまいりたいと考えておりますが、整備するに当た

っては解決しなければならない課題もありますので、それらの課題解決に向け検討していき

たいと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） 各管轄によって通行どめにされたという形の答弁をいただきました、22

日については。そのとき、三陸道もとまってしまったんですが、ただいまの答弁ですと志津

川インターへのアクセス道路を通じて45号につながる。その道路は今回そういう緊急等に警

報等について通行どめにはならないという形でよろしいですか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 確認をいたしました。短時間は通行どめになるということであります。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） 一忚、アクセス道路と三陸道の連結ですか、それは予定では29年３月と

いうことになっております。ただ、今見た状況ですと予定ですので、前回も三陸道の開通28

年度中と言っていたのが御存じのとおり10月30日に開通がなっていると。そのように、思い

がけない形で延びる形があると思うんですが、延びた場合とかまだ12月ですし３月までの間

にはまだ期間がございます。その間にもまた地震が起きて警報等が出た場合にはどのような

今後考えていくか、その辺を伺っておきます。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） まずもって三陸道でございますけれども、三陸道、大きな地震があ

りますと基本的に安全確認をしなきゃならないということで一旦通行どめにはなります。安

全確認終了後交通開放となると思われます。 

  というのは、当地方は比較的地盤は堅牢でございますけれども、登米市のほうに行きますと

かなり軟弱地盤の上につくられているということで、地震によって段差が生じるということ

も考えられますし、また当町においてももしかするとそういう箇所があるかもしれないとい
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うことで一旦通行どめをして安全を確認させていただきたい。その時間だけはなります。 

  一般国道につきましては、当然前回の津波によって浸水区域の表示がそれぞれされておりま

す。基本的には、あのラインより低い場所については通行はできないという措置をとるとい

うことでほぼ決定をしておりますので、当面大きな盛り土をしたとかそういう地形的な変化

がない限りはこれまでどおりの対忚になるかと考えてございます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） 三陸道のなにはわかったんです。一忚状況を見てから開放するというお

話なんですが、まだ開通していない路線の間にまたそのように警報とか鳴ったときはどのよ

うにするのか。それをさっきお話ししたと思うんですが。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 例えば、海岸インターが供用開始するまでの間という意味でしょう

か。基本的には、これまでどおりの対忚になると思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） ですと、この間の11月22日のとおりになってしまうと。そのとき、私気

づいたんですが、私入谷ですが。入谷からは役場とか病院等については全然来れなかった状

況でした。前に私も一般質問でやらせてもらったんですが、緊急時45号とかその辺解除して

いますので、緊急のときには山手の磯の沢路線とかその辺を考えていただきたいと言った記

憶がございます。今回も私ならず恐らく当然戸倉も来れなかったと思いますし、また歌津の

方々も役場とか病院には来れなかったと思います。そういうときの発生したときのことを考

えていましたが、町ではどのように考えているのかお願いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 津波警報が出て何としても役場に来なければならないということについ

てはご勘弁をいただきたいといいますか、通行禁止と当然なりますので、そこはひとつご理

解をいただきたいと思いますが、今ご指摘の磯の沢線とかあるいは代替路線の整備につきま

しては町としてもこれからいろんな考え方を持ちながら整備をするという考え方がございま

すのでいずれ当面はそういう形で工事があちこちで進んでおりますので、中央環状線になり

ますが、あれが完成しますと基本的には旭ヶ丘から西団地、中央団地、東団地という中で移

動はできてこれますので、これも早晩完成を目指して今工事中でございますのでさまざまな

避難道整備については町としても進めてございますので、しばしお待ちをいただきたいと思

います。 
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○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） わかりました。とりあえず今工事中の関係上いろいろ考えているという

んですが、西から来るのはいいと思います。東のほう、歌津方面から来るのは津波のときは

お許しくださいと言いますが、津波ならず警報が出た時点で病院とか例えば火災が出たとき

に消防車とかそういうのが移動できる道路が恐らくなくなるんじゃないかなと思うんですが、

その辺についてお願いします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 多分ご承知だと思います。今名前を忘れて聞いていましたけれども。県

道馬籠線がございます。これは基本的に内陸を通っていくということで東日本大震災のとき

も大分馬籠線をお使いになった方がいらっしゃいます。ただ、ご承知のようにすれ違いがで

きないということ冬期間の閉鎖というのが、現在もそういう状況でございますのでこれは東

日本大震災のときも県に拡幅含めてお願いしたケースがございますが、残念ながらなかなか

前に進まないという現状でございます。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 済みません。町長に報告しない部分がございました。 

  一昨年馬籠の地区、払川地区の方から、それから入谷の区長さん方の連名だったと思います

けれども、土木事務所に要望書を提出していただいてございます。昨年度からすれ違いがで

きないとか、そういう狭隘箇所の改良に着手をして現在計画をまとめているという状況でご

ざいます。今後は用地の取得等含めて地域の皆様にご協力いただきたいという段取りでござ

います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） わかりました。県道はそういう形だと。町道については徐々に整備をし

ていくという形でよろしいですか。 

  なぜそう思ったかといいますと、震災のときを思い出して思ったんですが、やはり大沢線、

あそこは本当に命の道路のような気がしました。先日通ったっけ、軽トラでやっと通れたよ

うな形でございますので、早目の整備をお願いしたいと思います。 

  そのほか、各路線、他町につながる路線とか、そういう道路もございます。今回、長雤で大

分やられているところが結構あります。そういう路線等については確認されてあるかどうか、

その辺を伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 
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○建設課長（三浦 孝君） それぞれ、雤の後パトロールをしながら現地を確認させていただき

まして、復旧に必要な予算につきましては今後議会に提案させていただいているという状況

であります。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） 前に一般質問したとき、他市、南三陸町と登米市、気仙沼市に町として

つながっている路線は何本ありますかと言ったときに、２本あるということをお聞きしまし

た。１本は歌津から気仙沼に１本ある。あとは入谷から登米市につながる町道が１本ある。

その路線、大分流されていますし、あとは松くいで大分危険な路線になっております。その

関係等は把握しているかどうか伺っておきます。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 歌津から気仙沼についてはグリーンロード、広域農道がありますの

で１つの完成路ができていると理解しておりますし、登米市に向かう弥惣線につきましては

現在も砂利道でしかも急勾配だということでなかなか維持管理には苦労しているという状況

でございます。松くい虫の被害木については一本一本、申しわけありませんが私は把握はし

ておりません。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） 実は、先日こういうことがございました。前から松くいのことで私いろ

いろお話しした記憶があるんですが、林際地区で松が倒れて電線に引っかかって半日以上通

行どめになりました。その状況を見ますとやはり松が枯れているのはわかるんですけれども、

根っこまで枯れて根むくりでした。偶然にもそこを通った車がなくてよかったんですが、い

つ何時そういうことが発生するかわかりませんので、とりあえず松くい等が発生している場

所は個人のものだから手をかけられないというお話もいただいてありますけれども、やはり

道路管理しているほうでもある程度地権者に話をするというか、そういうアクセントを起こ

さなきゃならないのかなと思うんですが、今の考えはいかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 松くい虫のほとんどが、民有地にあることになっておりますので、

当然道路管理上道路区域から離れた分は個人の処理に該当するんだろうと思ってございます。

議員おっしゃるように、道路管理者とすれば危険であるので伐採なり駆除をしていただけな

いかというお願いが第一歩だと思います。それをしてから、当然費用等も発生しますので、

その辺を踏まえながら所有者の方がどのように判断されるか、それによって町の処理の仕方
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も変わってくるんだろうと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） 先日の倒木によっては結構な被害だったと思います。電線に引っかかっ

てそれだけで済むのかなと思ったら、電柱まで折れました。そのときの賠償というのはどち

らに来るんでしょうか。地主さんなんでしょうか。それとも町のほうなのか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 所有者は個人でございますので、私もその辺は詳しくないんですが、

基本的にはかなり強い風が吹いたということで数カ所で倒木があったろうと思われます。そ

ういうときそれは個人の過失によるものなのか、枯れていることがわかって放置をしていた

のか、枯れていなかったものが倒れたのかによっても多分対忚が違ってくるんだろうと思い

ます。そこはこちらで判断というよりも、電力さんなりＮＴＴのご判断になるので、なかな

か私としてどうなるかというのは相手のご判断に任せるしかないかなと思っています。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） そうしますと、電線については電力とかＮＴＴの判断だと。道路につい

ては町の判断になるかと思うんですが、それがなくて道路に落ちた場合町ではどのように考

えるのか。その辺も伺っておきます。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 道路開放しなきゃなりませんので、路面にあるものは町で撤去をい

たします。ただ、撤去するんですが、木そのものは個人のものなので町が勝手に持ち去るこ

とは原則できませんので、そこの処理をどうするか、これも所有者さんとご相談しなければ

ならないということになるかと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） 処理は地主さんになるかどうだかわからないというんですけれども、撤

去の部分は町で撤去、手を出すという形でよろしいんですか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 原則、路面にあるものは路面の外に移動することは町で行います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） わかりました。そういうことでしたら、ますます地主さんは手をかけな

いでいるのかなと思います。ですので、そういうことのないように早目に地主さんとかを調

べていろいろ協議等も必要でないかと思いますが、いかがですか。 
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○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） これまで、同様の事故等の裁判結果等いろいろ読ませていただいて

いますけれども、多分道路管理者とすればまずもって声がけをすることが第一歩だと感じて

おりますので、なかなか全ての木を見つけるというのは難しい点がございますけれども、皆

様方の情報をいただきながら適宜対忚したいと考えています。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○２番（佐藤正明君） それでは、わかりました。いろいろ情報は提供いたしますのでそれなり

の対忚をひとつお願いいたしまして一般質問を終了させていただきます。 

○議長（星 喜美男君） 以上で、佐藤正明君の一般質問を終わります。 

  通告５番菅原辰雄君。質問件名、１駐車場の適性利用について。２被災しなかった内陸部の

農業振興は。以上、２件について一問一等方式による菅原辰雄君の登壇発言を許します。11

番菅原辰雄君。 

     〔11番 菅原辰雄君 登壇〕 

○11番（菅原辰雄君） 11番菅原辰雄は議長の許可をいただいたので一般質問を行います。 

  町長に、駐車場の適性利用について伺います。 

  東日本大震災から５年９カ月、壊滅した志津川の旧市街地もかさ上げ工事も進み、先行町開

きエリアでは３月３日オープンを目指して建設工事が進んでおります。このあたりを通るた

びに尐しずつだが変わる景色に確実な復興への歩みを感じているものであります。 

  さらに、国道沿いに区画されたスーパー工場、商店などの建設予定地を見るにつけ、自分な

りに建物の形、色彩、大小など勝手なイメージを描いております。そのことは皆さんもさま

ざまであろうかと思います。その区画一つ一つにそれぞれの思いのこもった建物が建ち、空

間も埋まり町並みがと楽しみにしている一人でもあります。 

  そこで気になることの一つに駐車場の利用についてであります。それぞれのコンビニ、スー

パーを初め官民問わずその施設には駐車場が設置されます。全国的に駐車場の利用について

問題が言われています。その一番に、障害者用駐車スペースにいわゆる健常者が駐車し、障

害を持ち本来利用できる人が利用できなく大変不便をこうむっているということでございま

す。 

  それらを踏まえて私は９月議会において現在の役場駐車場についてお聞きいたしました。全

体の駐車台数に対しての障害者用駐車スペースが多いと感じているが、設置基準は、根拠は

とお聞きしましたが、その時点では明確な答えはいただけませんでした。そのような問題課
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題については国でもさまざまな対策を講じているようでありますが、町としてどう捉えてど

のような方策を講じていくのかをお伺いします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、菅原辰雄議員の駐車場の適性利用ということについてお話を

させていただきますが、障害者等の専用駐車スペース施設につきましては高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく省令により定められた基準を踏まえ、整備を

行っているところでございます。省令に定められた基準というのは、建築物、役場庁舎、災

害公営住宅等の場合ですが、全駐車台数が200台以下の場合は全駐車台数の50分の１以上とい

うことになりますので、４台ということになります。全駐車台数が200台以上の場合は全台数

の100分の１に２を加えた数以上ということになりますので、４台以上ということになります。

ただの駐車場については１以上ということにされています。 

  現状では、ご承知のように役場の現庁舎の駐車場には60台分の駐車場があるんですが、身障

者用として５台設置をさせていただいているところであります。本町におきましては、これ

まで本件数に関する苦情等がなかったことから利用者のモラルが高く適切に利用されている

ものと認識をしてございます。また、今後整備を行っていく役場新庁舎、復興祈念公園、志

津川、伊里前の各商店街の駐車場につきましても看板表示を設置するなど一目でわかりやす

い障害者等の設置駐車スペースを確保してまいりたいと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 

○11番（菅原辰雄君） 今、町長に答弁をいただきました。先ほどそこで話したように９月議会

では明確な答弁がなかったわけであります。駐車台数いろいろな省令で定めておって、４台

以上、５台なら適正。余分にある分には私は結構で文句言うつもりはさらさらございません。

ただ、質問した時点において明確な答えがなかった。行政としてそれでいいのかという思い

をいたしました。皆さん、いろいろなことやるときにいろいろな決まり、宣伝、それらを前

例とした話をいたしますが、そういうのが明確にあればあえて言わなかったんですけれども。 

  それでこのたび改めて役場にそういう苦情はなかったということでございますけれども、町

内にそんなに多くはございません車椅子利用の方に伺いますれば、私がとめたくてもとめら

れなかったということは多々あります。ただ、その方が役場に申し出ていなかった。あるい

はこの前もお話ししましたけれども、他の施設ではいやいやそんなこと言ってはだめだよ、

そんなこと言ったら仕返し食うから、そういう話もされたと聞いております。そういう現状

でございます。全体数としては利用者の方が尐ないのは承知しておりますけれども、そうい
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うところまでいろいろ調査しながらやっていけばいいのかなと思います。 

  そうして新しい病院も建設されました。省令というかそれであれだと障害者用スペースはで

きるだけ平たんな位置、平たんなところという規定があるようでございますけれども、病院

の駐車場って何かあの辺、薬局のほうに向かってちょっと斜めに勾配になっているような思

いがしております。これは努力目標なのであえて、それでもいいのかなとは思いもしますけ

れども、そういうのとあそこも結構な駐車スペースがございます。障害者という言葉は好き

じゃないんですけれども、そういう方々の施設、一忚車椅子マークのところに外から見ると

明らかに健常者あるいは軽トラに作業道具を積んだ車もまま駐車しております。新病院開設

して間もなく１年になりますけれども、同じ人かもしれませんけれども、私もとめられなか

った、そういう話も聞いております。 

  設置した側からすれば設置したからそれでよしでなくて、常日ごろからの利用状況なるもの

も把握すべきだと私は考えますが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 病院事務長。 

○南三陸病院事務長（佐々木三郎君） 障害者用の駐車場に一般の健常の方が駐車されている事

例が散見されます。当院で受診をなさっている患者さんの中で、これは完全に車椅子専用の

駐車場が必要だという方には許可証なるものを発行して対忚するように先日指示をしました。

それ以外の方が適正な駐車かどうかを判断できるような形で指示をしておるところでござい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 

○11番（菅原辰雄君） 指示をしたということはもうそれは動いているということですね。わか

りました。そういう対忚が必要かと思います。 

  ちなみに、前回もお聞きしましたけれども、町内で車椅子を利用して自動車を運転している

人が何人いるかそういうお話もお聞きしましたけれども、それはちょっとわからなかった。

多分今も首を横に振っているからこれも確認できてはいないと思うんですけれども、そうい

うのも細かいことですけれども、把握しながらいろいろ取り組んでいってほしいなと思いま

す。 

  それこそ、省令とかあれしますと、車椅子の駐車場はできるだけ入り口の近くとか、そうい

う規定もございます。殊今の病院に対しては車椅子で乗降のスペースはあるように思われま

すけれども、若干離れておりますが、まあいろんな建物の位置関係とか多々あるのは承知し

ていますけれども、我々も駐車場とかの図面示されたときに本来であればそこでこういうこ
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とを言うべきだったんですけれども、事後になりますけれども、規定とか省令とかあります

けど、それへの対忚というのは、確たる違反というわけじゃないでしょうけれども、そうい

う規定からすれば若干外れているのかと思いますけれども、いかがですか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 障害者の駐車スペースの考え方ですけれども、基本的には今議員お

っしゃるように入り口に可能な限り距離を短縮しなさいというものになってございます。た

だ、そこにあっては近ければいいというものではなくて他の自動車の動線との交錯が考えら

れるところは避けなさいとなってございます。残念ながら病院、ケアセンター入り口につい

てはバス、自家用車で送り迎えする方の乗降場になっておりますので、余り近づき過ぎると

それらの交通の支障になるということもございまして現在の位置におさまったということで

ございますので、ご理解お願いできればと思います。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 

○11番（菅原辰雄君） ご理解を言ったってこれはつくっているんですからあとは利用するほう

の努力も必要かなと思います。そういう意味で、みんなで注視しながらやっていけばいいの

かなと思います。 

  病院の、今の役場庁舎の車椅子専用ということで本来であれば車椅子専用はゼブラマークが、

車本体の駐車スペース、あとは車椅子がおりるように左右に、そういうふうにあると聞いて

いますけれども、その設置に当たってどういうお考えでどう対忚しておりますか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 駐車場の表示につきましては、今おっしゃるように車がとまる部分

は２メートル等、ゼブラマークの部分が1.4メートルということで規定されてございますので、

その規格に合わせて現地に設置をして、路面に国際共通表示でございますマークを設置して

いるという状況です。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 

○11番（菅原辰雄君） わかりました。それは今の病院はそういう設置方法ということでよろし

いですか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） その基準に基づいて表示はしてございます。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 

○11番（菅原辰雄君） そうすると、バリア新法とかさまざまなことがあるようですけれども、
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新しい役場の駐車場、今私なんかが行って見たことないんですけれども、まだそこまで行っ

ていないかと思うんですけれども、その設置に当たって全体の駐車場台数と障害者マーク、

特に今回今話をしたように特に車椅子用と高齢者用、障害者用、それぞれ基準があるようで

すけれども、それへの対忚はどのようになっていますか。お伺いします。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 駐車台数は100台、先ほど町長が申した基準からいくと２台を設置

すれば事足りるということになっておりますので、その２台を確保したという状況でござい

ます。それから、なるべく入り口に近いということで本来は玄関脇がよろしいんですが、や

はりそこは一般の歩行者の方もいらっしゃいますし、他の交通もあるのでそこは避けさせて

いただいてございますが、できる限り近いところという設定でございます。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 

○11番（菅原辰雄君） 全体数が100台で先ほどの基準で２台。これは車椅子専用ですよね。あ

とは高齢者用とかそういう、それも普通より若干広目にとる駐車場があるようですけれども

それへの対忚はどうなっていますか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） バリア新法と言われている中でその規定がございますが、その中で

障害者等という言い方を、高齢者と障害者等という言い方をされてございます。等に該当す

るのは、車椅子だけではなくて妊産婦、けが人を含む運用になってございますので、今おっ

しゃったことにつきましてはその２台があればその他の方も対忚できるという考え方でござ

います。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 

○11番（菅原辰雄君） バリア新法でいうと、車椅子の方２台あれば高齢者とかそれらも対忚で

きるということね。じゃあ、全体のほかの駐車場の幅というか、どれぐらいになっています。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 先ほど申した規格で車の分が2.1メートル、ゼブラマーク分が1.4メ

ートルということで対忚しているということでございます。今回、後で議案として変更契約

の議案を提案させていただきますけれども、その中で不足する分については内容を変えさせ

ていただいているという状況でございます。そこは次の単項議案の中で詳しくご説明させて

いただければと考えています。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 
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○11番（菅原辰雄君） わかりました。 

  今何でこういうことを言っているかといいますれば、先ほど言いましたように今後新しいま

ちづくりが進んで例えばさんさん商店街の駐車場がありますよね。それらの対忚あるいはコ

ンビニ、個人商店あるいはスーパー、そういうのが出てきたときにやはり政令、省令、それ

で定まった数は多分皆さんやると思うんですけれども、それらを含めた利用、町内だけでな

くて宮城県はどうだかわかりませんけれどもパーキングパーミット制度とか、あるいはよそ

の都府県では大分進んでいるようですけれども、これも官民皆連携しなきゃできないんです

けれども、思いやり駐車場、そういうことでやっていけばいろんなことで新しい町をつくる

のであるからある意味先進を行けるのかなと。それこそ子供からお年寄りまで優しいまちづ

くり、そういう観点で持っていければいいのかなと考えておりますけれども、パーキングパ

ーミット、これについて町としてどういう考えをお持ちでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 済みません。パーミットの前に基本的なことをご説明したいと思い

ます。新バリアフリー法が制定されまして宮城県では誰でも住みたくなる福祉のまちづくり

条例というものをつくってございます。その中で具体的に配慮が必要な施設等を規定してお

りまして、その整備水準もそれぞれ定められているところでございます。これは公的施設以

外にも民間の施設であっても一定規模以上については努力目標という対忚になってございま

すので、今回役場庁舎に当たってはその条例に基づく整備をしたいということでございます。 

○議長（星 喜美男君） 管財課長。 

○管財課長（仲村孝二君） そうしましたら、私のほうからパーキングパーミット制度について

の概要なり現在の全国での取り組み状況等を踏まえた中で説明させていただきます。 

  まず、パーキングパーミット制度なんですが、実はこれは平成18年７月に佐賀県で初めて導

入された制度でございます。先ほど説明の中でありましたように、地方自治体が障害者なり

高齢者あるいは難病患者とか妊婦の方、けが人の方などの申請に基づいて利用の許可証を発

行する。発行された許可証を車内部のルームミラーのところに引っかけて外部から見えるよ

うな形で表示するというものでございます。現状は先ほど言いましたように18年７月に佐賀

県で初めて導入されて、現在全国的に30の府県と２つの市で導入されております。 

  ちなみに東北地方では岩手県と山形県と福島県の３県で現在導入されておりますが、宮城県

においては現在のところ検討中という状態になっております。ただ、パーキングパーミット

制度ということ、制度自体は先ほどから出ていますように外部的な障害をお持ちになった方
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以外にも内部的な障害をお持ちになった方もとめられるという制度でございますが、なかな

かパーミット制度そのもの自体が一般に、まだ国民に周知されていないということでかえっ

てそういうスペースへの駐車に対して混乱を招くという事態も現在出ております。必要とし

ては制度の認知向上とか周知徹底を行う必要があるということで現在取り組みがなされてお

ります。以上です。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 

○11番（菅原辰雄君） 先ほど建設課長の答弁でありました宮城県の福祉のまちづくり条例、こ

れも今あるわけですか。今あるの、これからつくるの。福祉のまちづくり条例。あるのね。

あるんだけれども、済みません、なかなか私も理解していなかったし、多くの方々がそうい

う方もおられるんではないかと思います。 

  その中で内部的、だからこの辺が難しいんです。例えば内疾患の方でそういう障害者の等級

とか持っていますので、そのためにはいろいろ外から見てもわかりやすいような周知方法を

講じるとか、今管財課長がおっしゃいましたように佐賀県で18年７月からですか。全国至る

ところでやっています。仙台市でも、中に入っていますけれども、何年か前にやってそれは

まだほんの小さい活動なんですね。仙台市の区役所の支所とか市役所とかごく一部でやって

いるようです。それも含めて周知がなされていない。 

  病院もそういう規格でつくるということでありますので、実は本来であればそれで登録して

県がやって各市町村がやれば宮城県内どこに行ってもそれが使えるというか駐車場が利用で

きる制度になればいいんですけれども、今のところまだないというのであれば、南三陸町で

町ではそうなったときにまだまだ限定的ではありますけれども、福祉とかそういうのを先進、

インバウンドとか観光面の先進地であると同時にそういう福祉のまちだよということでもい

いんですから、取り組んでいくべきだと思いますけれども、今の、現段階で町長はどのよう

にお考えになりますか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） パーキングパーミット制度が議論という前に、大事なのはそれぞれの

個々人、マイカーを運転する方のモラルが第一だろうと思います。やはり、身障者マークが

あるところに健常者の方々が車をとめるということが最低限ないように、そういうモラルを

しっかり立ち上げるといいますか、そういうものを持つということが非常に大事なのだろう

と思っています。今制度の問題いろいろございましたけれども、今時点でやるやらないとい

うことでなくてそういう問題が大事なんだろうと思います。町民の皆さんの啓発活動も含め
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てそういうお話はしていきたいと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 

○11番（菅原辰雄君） 町長、今おっしゃったようにモラルが大事なんです。そのモラルが欠如

しているから先ほど言ったように病院の駐車場とかあります。 

  今、モラルと言えば戻って恐縮なんですが、やはりここの駐車場５台分ある。我々を含めそ

このスペースにはとめない人も結構います。しかし、よそから来た人は、そういう目で見ち

ゃいけないのかと思いますけれども、とまっています、結構。あそこも埋まっています。そ

れをこっちから見ると自分はそっちにとめてくるんだけれども、ここにとめるよな、あの人

モラルどうのこうのと、そんな思いをしないわけでもございません。ただ、忙しくてとめる

人も、本来はそっちにとめたいんだけれども、自分忙しいからといろいろ自分の中で思いを

巡らせてとめているかもわかりません。だから、そこ、モラルモラルと言ったってこれはそ

れぞれの問題というか、であればもっと啓発活動をこういうことにしてぜひこういうスペー

スは、みんな免許持っていますからそれを知っていると思うんですけれども、再度こういう

ことで町を挙げて周知徹底を図っていくとか、そういう活動をし、さらには今言ったように

パーキングパーミット、さらには思いやり駐車場、これは新しい町になるんですから、今の

ところだったら尐ないんですからこれから開業する方々にもそういうことで示していって我

が町の特性という面でいってもいいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） モラルというお話をさせていただいたのはパーキングパーミット制の悪

用をしているケースを一月ほど前ですが、ニュースで特集をしておりました。この制度の許

可証を利用して許可証をどなたかからお借りになってくるんでしょうが、その許可証をもら

って本来身障者の方々だけがとめられるスペースに健常者の方がとめて買い物とか遊びに行

くということでテレビ局がずっとそこを追っかけておりまして、そういった報道もございま

した。ですから、パーキングパーミット制を導入したから全て完璧ということはなくて、要

は問題は先ほど言いましたようにそれぞれ個々人のモラル。どういう制度を入れても制度を

守らない方はどうしても出てまいりますので、そこが一つ大事なのではないか。そういう意

味での私のお話をさせていただいたということです。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 

○11番（菅原辰雄君） 今、町長言いましたけれども、そういう意味もあり、何をやっても法の

網をくぐるとかそれをかいくぐって使う方はありますから、今回そういう事態もあるのは承
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知しておりますけれども、ただ町全体として今後考えていくときには今後の導入とかこれも

メリット、デメリット多分あると思うので、その辺も含めてやっていくのがいいのかなと思

うんですけれども、再度その辺いかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 制度を導入する導入しないということでなくて、検討しないということ

ではございませんが、先進事例も多々あるようでございますので、その辺はしっかりと我々

としても調査をしながら町としてどう取り組むのかということについては考えさせていただ

きたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 

○11番（菅原辰雄君） 何か、町長の答弁だと後ろ向きみたいに私には感じられます。それにつ

いて検討といったって何かもうちょっとそういう方々のためいろんな適用範囲も広うござい

ますので、車椅子だけでなくていろいろなことがありますので、そういう視野に立った考え

で臨んでいただきたい。悪いとか悪用するのもいるのを承知の上でそういう考えでまちづく

りに臨んでいけばいいのかなと、もうちょっと広げた考えは、町長お持ちいただけませんか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） こういう問題は白か黒かという議論ではなくて身障者の方々のスペース

等については町でしっかりと担保するということをお話ししてございますので何も全く菅原

議員のお話を否定しているものでもなんでもございません。要は町としても新しくさんさん

商店街とか伊里前商店街とか、復興祈念公園とかさまざま大きな台数の多い駐車場が完成し

ていきますが、それぞれにしっかりと身障者用の駐車場はつくっていくということですので、

何も後ろ向きでもなくてそういった対忚はしっかり町としてやっていくということの表明で

ございますので、ひとつご理解いただければと思います。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 

○11番（菅原辰雄君） 最低限の政令、省令にのっとった形でやっていく。それをだめだと言わ

ないけれども、それが現状維持でもうちょっと町としてこういってもいいんじゃないかとい

うことなのでもっと、町長がそうだと担当課だっていろいろなことで動けないと思うんです。

これだって悪くないでしょう、この制度。そういうことでこの辺はかみ合わないんですけれ

ども、今後こういうまちづくりに際してこういうこともあるんだよ、こういう提案もあった

よ、こういう制度もあるんだよということで活用しながらもっと大きく捉えて進んでいけれ

ばそれこそ安心して安全な生活、楽しく生活できるまちづくりになれると思ってあえて言っ
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ていますけれども、町長再度。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 菅原議員の十八番の論説が始まってきたと思ってお聞きをいたしており

ましたが、繰り返しますけれども、別に菅原議員のお話ししていることを私否定しているわ

けでないと、私何回もお話ししておりますように、身障者に優しいまちづくりをしなければ

いけないというのは、とりわけ壊滅したこの南三陸町でございますので、新しいまちをつく

っていく上において身障者の方々が安心して生活できる施設整備を行っていくことについて

は断言をさせていただきたいと思いますので、この辺であとは閉じていただければ大変助か

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。 

○11番（菅原辰雄君） 町長、わかりました。そういうことでみんなで協力しながら新しいまち

づくりに進んでいけばいいのかなと思います。あえて言いますけれども、決して後ろ向きじ

ゃない、前向きだということでわかりました。１点目終わります。 

○議長（星 喜美男君） お諮りいたします。本日は議事の関係上、これにて延会することとし、

明８日午前10時より本会議を開き、本日の議事を継続することにいたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 異議なしと認めます。よって、本日は議事の関係上、これにて延会す

ることとし、明８日午前10時より本会議を開き、本日の議事を継続することといたします。 

  本日はこれをもって延会といたします。 

     午後３時１７分  延会 
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